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●日本医労連は２０２１年介護施設夜勤実態調査を実施
し、１４２施設、２０６職場、４，０７５人分の実態を集約し
ました。対象施設は、特別養護老人ホーム、介護老
人保健施設、グループホーム、小規模多機能施設な
どです。本誌にて調査結果をご報告するとともに、
お忙しい中、ご協力いただいた皆さまに心から感謝
申し上げます。

●今回の調査結果でも明らかなように、深刻な労働
実態、夜勤実態の改善は遅々として進んでいないの
が現状です。看護師確保法のような指針が介護現場
にはないため、夜勤日数は青天井となっており、夜
勤協定についても４割弱が無いと回答しています。
長時間労働を伴う２交替夜勤の割合は９割弱であ
り、そのうち７割以上が１６時間以上の長時間となっ
ています。少ない人員体制で夜勤を回さないとなら
ないため、多くの施設で非正規職員も夜勤に入らざ
るを得ない状況になっています。こうした深刻な夜
勤実態と、全産業と比べ所定内賃金が平均７万円以
上も少ない低賃金と相まって、離職を促し、人員不
足となり、さらに労働実態の深刻さを増すという負
のスパイラル状態が続いています。

●低賃金と日常的な人員不足に加え、新型コロナウ
イルス感染症が拡大し、医療や介護、福祉の現場で
は、感染症対策や新型コロナウイルスに罹患した患
者・利用者の受け入れによって、さらなる労働環境
の悪化に拍車がかかっています。労働者のみなら
ず、介護事業そのものにも深刻な影響を与えていま
す。２０２１年１月の東京商工リサーチ調査によると、
老人福祉・介護事業の倒産件数は２０１６年から連続
１００件を上回る実態です。これまで老人福祉・介護

業界の倒産は、人手不足や競争激化が主な要因でし
たが、２０２０年は感染を恐れた利用者の手控えや感染
防止対策費の負担増など、新型コロナ特有の影響も
重なり、倒産１１８件、休廃業・解散も４０６件と過去最
多で推移しています。コロナ禍の中で、政府の緊急
の手立てが求められる状況でしたが、２０２１年度は軽
微な介護報酬改定に留まり、２０２２年２月から９月を
対象期間とする介護職員処遇改善支援補助金につい
ても、かえって現場に混乱をもたらす不十分なもの
で、人員不足や倒産・休廃業に歯止めをかける政府
の本気度が感じられない対策ばかりです。

●日本医労連はこの間、１００人を超える国会議員が
請願署名の賛同・紹介議員となるなど、看護師・介
護職員などの夜勤交替制労働の改善を求める運動を
すすめてきました。介護施設の夜勤問題も、「長時
間１人夜勤」「実態に合わない人員配置」「上限規制
のない夜勤回数」などの問題点を追及し、厚生労働
省に改善を求めてきました。また、毎年５月と１１月
に位置付けている「介護を良くするアクション月
間」では、コロナ禍だからこそ、現場から「声を上
げる」「見える化」する取り組みを、全国各地で工
夫しながら行ってきました。医療・介護従事者の犠
牲の上で成り立っている実態を世論化する運動に
よって、不十分ながらも国の制度を変えさせてきた
のは私たちの運動の成果です。今回の調査結果も活
用し、「介護保険制度の抜本的転換を求める請願署
名」の取り組みや、「ケア労働者の大幅賃上げ・底
上げ要求の実現アクション」などの社会運動を展開
し、世論を動かす大きな運動を広げ、私たちが求め
ている「安全・安心の介護実現」をめざして奮闘し
ましょう。
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夜勤実態調査における夜勤
形態・夜勤日数（回数）

見守り機器等を導入した場合の
夜間人員配置等の緩和

ＡＩ（Artificial Intelligence の略称）は「人工知
能」と訳され、『広辞苑』第７版には「推論・判断
などの知的な機能を備えたコンピューターシステ
ム。」１と記されています。つまりは、単なる機械で
はなく、人間の神経回路を模倣して作られた頭脳を
持ったコンピューターです。
近年では、ＡＩを活用した介護ロボットが「介護

業界の労働力不足を解消する手段の一つ」として期
待され、また、利用者・介護労働者双方の身体的・
精神的負担を軽減するものとして、介護現場にとっ
てはメリットが大きいとされています２。
イノベーション（技術革新）の進化は、社会に利

便性をもたらすと考えますが、私たちの日々の生活
の豊かさや介護実践の進化（深化）のために舵をと
り使いこなすのは、私たち人間（人類）ではないで
しょうか。
ここでは介護施設の夜勤実態調査の結果を踏ま

え、介護施設の夜勤業務における見守り機器３等の
活用を取り巻く動向から、使用における着目点の一
端について検討したいと思います。

今回の夜勤調査における夜勤形態は、施設単位の

集計では、１２９施設中３交替８件、変則３交替３
件、２交替・３交替の混合３件、２交替１１１件４、当
直と３交替との混合２件、当直と２交替との混合２
件であり、全体の８６．０％が２交替でした。業態別で
は、回答施設の母数が異なるため十分な比較にはな
りませんが、割合で示すと２交替の業態は、特養
５８．９％、老健８８．９％、ＧＨ（グループホーム）９５．８％、
小規模型＆看護小規模９６．５％、単独型短期入所
８１．８％、介護医療院３３．３％でした。
今回の調査では、特養は３交替が増えていると思
われますが、老健と小規模事業所は２交替が多く、
過去のデータを勘案するとこの傾向はここ数年大き
な変化がなく、夜間の長時間労働はあまり改善され
ていないと考えられます。
また、施設単位での月単位での夜勤の平均回数
（日数）は、２交替では４．３回、３交替では６．３回で
した。３交替は８時間夜勤体制ということもあり、
回数としては多くなる傾向にあると推測されます
が、実際には夜勤専門の非常勤職員の配置も含め工
夫しながら夜勤体制加算を取得している事業所が多
い中で、職員一人あたりの夜勤日数（回数）を増や
さざる得ない状況にあることが垣間見られます。

こうした状況がある中で、２０１８（平成３０）年の介
護報酬改定では、見守り機器を活用することによ
り、夜勤職員を最低基準より０．９人以上多く配置す
ることでも「夜勤職員配置加算」が算定可能になり
ました。また、２０２１（令和３）年の介護報酬改定で
は、①特養等における「夜勤職員配置加算」に対
し、見守り機器の導入割合を１５％から１０％に緩和す
る。②見守り機器を利用者全員の１００％導入やイン
カム等のＩＣＴ５の使用、安全体制の確保や職員の
負担軽減等を要件に、特養（従来型）の夜勤の人員

―２０２１年介護施設夜勤実態調査結果をふまえてー

ＡＩや見守り機器等の導入に
おける夜勤業務への着目点

もりやま ちかこ

森山 千賀子
白梅学園大学子ども学部家族・
地域支援学科教授
介護福祉士・社会福祉士

特別
寄稿

医療労働 ３



見守り機器等の導入における
夜勤業務への着目点

「配置基準」を緩和する。③見守り機器や夜勤職員
全員がインカム等のＩＣＴを導入後、見守り機器等
を安全かつ有効に活用するための委員会（管理者だ
けでなく、実際に夜勤を行う職員を含幅広い職種や
ユニットリーダー等の役割の者が参画するもの）を
設置し、安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽
減などを確認し、少なくとも３カ月以上試行したう
えで都道府県等に届け出る。このことにより、「夜
間職員配置加算」をユニット型の場合０．６人、従来
型の場合０．８人の配置要件に緩和されることになり
ました。ちなみに、夜間の人員配置の算出において
は、「配置基準の緩和」（②）と「夜間職員配置加
算の要件緩和」（①③）が組み合わさっており若干
複雑な内容です６。
厚生労働省の２０２１年３月１６日の通知「『厚生労働

大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基
準』のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配
置基準における留意点について」には、「テクノロ
ジーの活用により、介護サービスの質の向上及び用
務の効率化を推進していく観点から、実証研究の結
果等も踏まえ見直す」と記されており、介護事故や
ヒヤリ・ハット事例の把握・分析などについても、
各事業所にその対応を求めています。

このように見守り機器等を夜勤業務中に導入する
ことによって、「配置基準の緩和や加算要件の緩
和」が進められており、介護業界の人材不足の中で
ＡＩ・ＩＣＴ、介護機器が介護人材の一人としてカ
ウントされる時代になってきています。しかし、こ
うした動向を私たちはどのようにとらえ、考えてい
けばよいのでしょうか。
ここでは、「見守り」を取り巻く事柄から、以下

の３点について検討してみます。

１．見守り機器等があっても介護事故は免れない
第１は、前述の２０２１年３月１６日の通達において、

見守り機器等の使用に起因する介護事故等の把握・
分析・再発防止策の検討が示されているように、利
用者がベッドから離れようとしている状態を感知で
きるセンサーがあったとしても、利用者の転倒・骨

折事故は免れない現状があることを、私たちは認識
しておく必要があるでしょう。骨に含まれるカルシ

こ つ そ しょうしょう

ュウムが減り骨粗鬆症になる高齢者が多い中で、寝
返りを打つだけでも骨折する場合もあります。ま
た、カメラやセンサーが作動しキャッチしたとして
も、利用者が絶対に転ばないとは限りません。さら
に、ご家族からは見守り機器があるのに「なぜ」と
いうクレームが寄せられた事例もあります。
したがって、見守り機器を使用するに当たって
は、利用者ご本人、ご家族等に十分に機器の特性や
メリット・デメリットなどを十分に説明し、納得し
て頂いた上で使用することが賢明でしょう。また、
安全対策と職員の負担軽減や効率化を含んだケアの
質を確保するためにも、介護機器の性能や特徴を理
解したうえで、充分な話し合いとリスク管理を講じ
た上での使用が求められると考えます。

２．見守り機器は副次的な観察の目になりうるのか
第２には、「見守り装置（カメラ）は介護職員の
副次的な観察の目になりうるのか」についてです。
筆者は、２０１０年１１月１７日に金沢大学と北陸先端科学
技術大学の教育研究活動支援事業の一環で開催され
た「認知症高齢者介護と情報技術」と題したシンポ
ジウムにおいて、「介護の専門性と見守り」をテー
マに報告させて頂きました７８。
かつて「車いすに座っている利用者が立ち上がら
ないようにひもで体幹を縛る」という行為がありま
した（これは、実際には身体拘束です）。そうなる
と職員は利用者が「立ち上がらない」という思いを
抱き、その結果その利用者がもつ能力（例えば、立
ち上がって目の前にあるティッシュペーパーを取ろ
うとする能力があるにも関わらず）を奪ってしまう
だけではなく、職員がその人を観なくなる、すなわ
ち「観察の目」が摩耗し、アセスメント力が低下す
るという事態が生じた事例がありました。
介護機器は介護力の軽減につながる面を持ち合わ
せていないわけではありません。しかし、機器を過
信してしまい、仮に「数値が安定している→確認し
なくてもよい（巡視しなくてもよい）」という流れ
が一般化するのであれば、見方を変えると、各利用
者特有の数値だけでは表せられない行動の内実を知
る機会を、介護職員から奪うことにもなりかねませ
ん。介護職員は様々な情報を得ながら頭の中で考え
（分析・判断）予測し、行動しています。その過程

４ 医療労働



おわりに

の中で見守り機器（カメラ）から得た情報を次の展
開に活用していくという介護過程を展開することも
考えられるでしょう。そうした展開は高い専門性が
求められるかもしれませんが、見守り機器を「副次
的な観察の目」として活用していくことが、介護
（ケア）の質の向上の一助になるのかを考える必要
もあると考えます。

３．重要な介護行為としての見守り―尊厳と自立支
援
上記と関連しますが、第３は「見守り」は、介護

実践の中では非常に重要視される介護行為の１つと
いうことです。『新明解国語辞典』では、「見守
る」は（１）そのものが安全であるようによく注意
して見る。（２）事の成り行きを注意して見る。
「監視」は（１）何か良くないことが起きないよう
に相手の行動を見張ること。『広辞苑』では、「見
守る」は（１）見て番をする。事が起こらないよう
に注意して見る。（２）じっと見つめる。熟視す
る。「監視」は（１）悪事が起こらないように見張
ること。９と記されています。
筆者は、介護の専門性を考えるにあたり、援助

（介護）過程における「見守り」に内在する能力に
は、「可能性に目を向ける受容力」「サインに気づ
こうとする忍耐力」「サインの意味を知ろうとする
洞察力」「何ができるかを見極めるための判断力」が
あると考えています１０。つまりは、悪事が起こらな
いために見張るのではなく、その方の自由や尊厳を
守り、その人らしさやその人の持っている力を引き

出すための介護行為が「見守り」であると考えます。
夜勤業務に活用される見守り機器には、利用者の
眠りを邪魔しないためのセンサー機能がついている
ものもあります。人材不足の中でのマンパワーの一
人という理解ではなく、見守り機器の特性を考慮
し、重要な介護行為としての「見守り」をどのよう
に考え導入していくのかが問われているように思い
ます。

現代社会は、人間のからだの外部に高度なセンサ
ーを多数増やし、様々なデータを入手し解析するこ
とによって、精度の高い判断を可能にしてきまし
た。また、少子高齢社会、人口減少社会が進む今日
においては、介護実践の分野にＡＩやテクノロジー
活用が進んでいくことは、避けては通ることはでき
ないと思います。しかし、使い方を誤ると人類に危
害を及ぼすこともあるでしょう。
今回は「夜勤業務への着目点」がテーマであり、
「夜勤の人員配置等を取り巻く状況」が一つの論点
ではありますが、社会は、行き過ぎたり戻りすぎた
状態を修正しながら目的に向かっていると思いま
す。「見守り」という介護行為をキーワードにし
て、利用者・介護労働者双方の介護（ケア）の質向
上についての方策を検討していくことも重要ではな
いでしょうか。

［引用文献と註］
１ 新村出編（２０１８）『広辞苑』第７版岩波書店。
２ この動きの始まりの１つには、厚生労働省と経済産業省が主導して進めている「今後の介護システムを左右するプロジェ
クト」がある。未来投資会議構造改革徹底推進会合「健康・医療・介護」会合2017（平成29年10月27日第１回）。
３ （利用者又は入所者（以下、利用者等）がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサー）。
４ ２交替には拘束時間が16時間未満と16時間以上がある。
５ ICT（Information and Communication Technology の略）。「情報通信機器」は、インカム（マイクロホンが取り付けられた
イヤホン）等の職員間の連絡調整の迅速化に資する機器及び見守り機器の情報を常時受信可能なスマートフォンやタブレッ
ト端末等の機器として、すべての夜勤職員が使用し、利用者等の状況を常時把握することである。
６ 詳細は、社保審－介護給付費分科会第１１９回（令和3．1．１８）資料「令和３年度介護報酬改定の主な事項について」等を参
照。
７ 森山千賀子（２０１１．2．4）藤波努（責任編集）「社会福祉と情報技術」研究会：「第２章介護の専門性と見守り」『認知症
高齢者介護と情報技術1』国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学に所収。
８ 代表：杉原太郎、分担：藤波努・曽我千春・森山治・森山千賀子、研究課題名：認知症高齢者介護支援技術の開発・導入
における技術的・制度的課題の抽出「科学研究費助成事業研究成果報告書（２０１２～２０１４）」にも関連研究所収。
９ 金田一京（編者代表）『新明解国語辞典』三省堂。新村出編（２０１８）『広辞苑』第７版岩波書店。
１０ 森山千賀子（２００５）「援助過程における対人援助技術としての"見守り"の意味と役割－認知症高齢者ケアに視点をあてた一
考察」『白梅学園短期大学研究紀要』第４１号４３‐５６。

特別寄稿

医療労働 ５



相談件数は昨年の２倍に コロナ禍で面会が制限

中央社保協は、全労連や全日本民医連とともに毎
年介護改善のための署名を呼び掛けています。２０２１
年度は『「介護保険制度の抜本的転換を求める請願
署名」～介護する人・受ける人がともに大切にされ
る制度へ～』を提起しています。その活動の中心を
担っていただいているのが日本医労連です。毎年、
２０数万筆が職場・地域から結集され、介護現場の過
酷な実態や安心して介護を受けたいという現場の熱
い思いを国会へ届けています。介護する人も、受け
る人もともに大切にされる介護保険制度に改善して
いくためにも、介護労働者の労働条件改善、人手不
足の解消が緊急の課題です。そのことを如実に表し
たのが今回の「介護夜勤実態調査」です。「介護・
認知症なんでも無料電話相談」の相談内容から、介
護の現場の実態に迫ってみたいと思います。

２０２１年１１月１１日「介護の日」に、全国を対象に
「公益社団法人認知症の人と家族の会」と中央社保
協・東京社保協は共同で、１１回目となる「介護・認
知症なんでも無料電話相談」を行いました。東京を
キーステーションに、今年は北海道から鹿児島の計
２３都道府県社保協が電話相談窓口を設けて、全国各

地から５５３件の相談（昨年の２倍）を受けました。
相談の中での特徴の一つは、デイサービスなど通
所系介護がコロナ禍で制限され、家族の負担を増大
させたことが明らかになったことです。厚労省資料
によると令和２年度の受給者統計でも、通所介護が
マイナス４．２％、通所リハビリがマイナス６．９％など
前年比を大きく下回っています。「ステイホーム」
が広く要請され、通常でも厳しい人員体制を強いら
れている介護施設がコロナ対策もしながらの受け入
れに限界があったのは当然です。
家族による介護でやれる範囲の自己努力を行って
きたがもう限界、なんとかして欲しいなどの悲痛な
叫びが全国各地で出されました。相談者からは「介
護と家事に追われ、心身ともに限界を迎えている」
「認知症の妻が『死にたい、殺して』と口走ること
が多くなった」「介護の悩みを誰にも相談できな
い。話し相手がいない。自分の将来が心配、死にた
いと思っている」「早く逝って欲しいと思ってしま
う」といった思いが吐露されています。相談員から
は「とにかく聞いて欲しかったようだ」との感想が
寄せられています。私たちは、介護保険制度導入以
降の度重なる介護サービス利用抑制・制限の政策が
続く中で、コロナ禍が追い打ちをかけ、一層介護利
用者、家族、介護従事者が苦しめられていること
が、昨年の２倍の相談件数となっていることにある
と考えています。

もう一つの特徴は、コロナ禍の影響を大きく受け
「施設入所家族との面会が制限」されていることへ
の不安や不満が多く出されたことです。「施設入所
中の妹に面会に行きたいが、他県からの面会は受け
入れられないと言われた」「県外からの面会者は４
日間待機した後に」「持病があるためワクチン接種

家族による自己努力はもう限界！
コロナ禍で介護者の負担が増大

これえだ かずなり

是枝 一成
中央社会保障推進協議会事務局次長

特別
寄稿

―「介護・認知症なんでも無料電話相談」の取り組みから
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「孤立」を深める介護者

重くのしかかる介護費用負担

国民が本当に願う「介護の社会化」を

ができてないが、それを理由に面会が許されなかっ
た」と施設側から断られた事例など、コロナ禍で介
護施設での面会が思うように進んでいないことへの
不安や不満が多数出されました。
全体として、面会が許可されないことの根拠が理

解できないなど、さまざま具体例が話され、施設側
のコロナ感染予防対策強化と面会を望む家族の思い

かい り

との乖離が顕在化しました。しかし、「日頃からの
人手不足の上に、コロナ禍で消毒作業や換気作業な
どが大変なため入所者と向き合う時間が一層不足
し、いい介護ができない。優しい心で接することが
できない」という施設の介護労働者の悩みもあり、
根底にある「人員不足」がこうした形で浮き彫りに
なってきているものと考えています。
そして、今年はこの「面会」の問題に加えて「認

知症が進行したのではないか」との悩みが多数寄せ
られているのが特徴です。「やっと久しぶりにタブ
レット越しで顔を見ると、印象が変わるほどに痩せ
細っていた」「表情がなくなった、目が動かなくな
った」など認知症が進んでいるのではないかとの悩
みがいくつも出されています。そして、「老いいく
家族との残り少ない時間への焦り」が語られていま
す。やはり、人手不足にコロナ禍が重なり、介護施
設との信頼関係も壊れ、八方ふさがりに置かれてい
る利用者・家族が多数いることも分かりました。

三つ目の特徴としては、コロナ禍でますます介護
者が「孤立」を深めていると思われることです。コ
ロナ禍で在宅介護の比重が高まったことと、往来の
自粛要請の反映と思える相談も多数ありました。コ
ロナ禍以前は他県からも家族や兄弟姉妹の介護支援
があったものが、「コロナウイルスをうつしてはい
けない」との意識も作用してその援助が途絶えがち
となり、孤立した介護状態が深刻化したことが伺え
ます。「一人での夫の介護に疲れた。うつ状態の精
神状態です。この先、この介護はいつまで続くの
か」「コロナ感染予防のため、通いでの家族の支援
を受けることができない」「認知症の夫の介護を全
く頼れる人がなく、毎日死のう死のうと考えてい
る」「消えてなくなりたい」など孤立した家族介護
の実態も見えてきました。また、近くにいるはずの

介護専門職との関係にも表れており、ケアマネジャ
ーなど専門職との相談の機会、コミュニケーション
の機会も少なくなり信頼関係が壊れる中で、相談先
を失っている方も多数見受けられました。

四つ目の特徴は、介護の費用負担をめぐる悩みが
一段と深刻化していることが明確になったことで
す。２０２１年８月に実施された「補足給付」の見直し
は介護者に“大打撃”を与えていると言えます。
具体的な相談内容から拾ってみると、制度変更に
納得がいかないまま食費が月２万円以上の負担増、
退所を考えざるを得ないなどの相談も多数寄せられ
ていました。「２万数千円あがり、自分のがん治療
費を考えると生活のめどがたたない」「父親のロン
グショートステイの利用料が月４万円あがった」
「特養の利用料が３万円あがったが、母親の年金で
は足りず、生活保護の相談に行った」「夫の特養の
費用があがり残り５万円で自分の家賃や水光熱費を
払うことになった。年寄りは死ねということか」
「利用料が８万円以上増えた。どこに訴えに行けば
良いのか」と泣きながらの相談も多数ありました。
最後に、例年より一層多くなったのが、「とにか
く、一度話を聞いてもらいたかった」など差し迫っ
た不安の中、相談内容が整理されないまま電話をか
けてきている方が多くみられたことです。コロナ禍
で家族間、知人間の交流も制限される状況が続き、
相談をする相手や機会を失って、この電話相談の報
道を見て、いても立っていられず電話をしてきた様
子が伺われます。

政府は、介護サービス利用を抑制する政策をさら
に押し進めようとしていますし、介護労働者の人員
不足をＩＴ化で乗り切る方向は間違っています。私
たちは、この電話相談に寄せられた「苦悩」や「叫
び」を真正面からとらえて、国民が本当に願う「介
護の社会化」が実現できるよう、介護をする人、介
護を受ける人と手を携えながら、介護保険制度の抜
本的な改革を求めていきたいと思います。

特別寄稿

医療労働 ７



介護施設夜勤実態調査の
意義と活用について

●調査結果から見えてくる介護施設における夜勤労
働の問題点

介護労働者の離職防止を図る点からも夜勤労働の
問題改善は重要な課題です。介護施設夜勤実態調査
の結果からは、介護施設における夜勤労働の問題点
がさまざま浮かび上がっていますが、その中でも特
に以下の３点については早期に改善する必要があり
ます。
①２交替夜勤（１６時間にわたる長時間夜勤労働）
２交替夜勤は２日分の労働を連続して行う長時間

の夜勤形態です。ただでさえ負担の大きい夜勤を１６
時間にもわたって行う事は想像以上に過酷です。交
替制による夜勤労働は作業能力の低下を引き起こ
し、特に明け方に顕著だということが解明されてい
ます。労働者に過度の負担を強い、利用者の安全に
も深刻な影響を及ぼす長時間夜勤の改善は急務で
す。
②実態に合わない人員配置
介護施設の夜勤配置については「厚生労働大臣が

定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」
（３８ページ参照）で定められていますが、１人夜勤
が認められるなど利用者の安全や労働者の労働負担
の視点からも実態に合わない基準となっています。
実態に合った夜勤配置にしていくためには、この基
準の改定を求める必要があります。
③上限規制のない夜勤日数（回数）
１９９２年に制定された看護師確保法では、看護師の
離職防止対策・夜勤負担軽減のための指針として
「複数体制・月８日以内（３交替の場合）」を位置
付けています。しかし、介護現場にはこのような指
針はないため、夜勤日数（回数）が青天井になって
います。夜勤交替制労働には、睡眠・感情障害（短
期的リスク）や発がん性のリスク（長期的リスク）
といった健康リスクが伴います。こうしたリスクを
最小限に抑えるためにも、夜勤の日数（回数）制限
は必要です。
今回の調査で、夜勤協定が「無」と答えた施設は

３７．２％となっています。早急に夜勤協定を締結させ
る必要があります。

④勤務間インターバルの確保の必要性
前述しているように、介護労働者の夜勤労働は、
長時間の２交替夜勤、１人夜勤が当たり前になって
いるのが現状です。身体を休ませるためにも、勤務
間隔は１２時間以上あける必要があります。

●職員の人員配置に対する国の姿勢

これらの夜勤の問題点を解決していくためには、
介護職員を増員するしかありません。日本医労連で
は、利用者の安全と労働者の適正な労働条件を確保
できる水準の人員配置とするために、配置基準の引
き上げを厚生労働省に求めています。しかし、厚生
労働省は、適正に人員配置をするのは「基本的には
事業者の責任」だとしています。また、事業者が適
正な人員配置をしているかどうかについての監督責
任は都道府県にあるとしています。公的な制度の下
で、利用者の安全や適正な労働条件を確保できる水
準を確保するのは国の責任です。しかし、厚生労働
省は「加算で対応している」「基準を引き上げれ
ば、事業者の負担が増えるので、慎重に検討する必
要がある」との姿勢を崩しておらず、その改善は
遅々としてすすんでいません。

●介護施設夜勤実態調査の意義とその活用

介護施設夜勤実態調査の意義は、夜勤労働の実態
を客観的なデータとして「見える化」したことにあ
ります。これにより、厚生労働省に対して、夜勤が
過酷だということを動かしようのない事実として示
し、改善を求めることができるようになりました。
もちろん、議会請願等での要請の裏付けとなる資料
として、あるいは記者発表の資料として活用するこ
とができます。また、組織拡大や運動を広げるため
に、介護施設の訪問や業界団体との懇談などにも活
用することができます。なかなか改善されない人員
配置の問題を前進させていくためには、世論を大き
く広げていく必要があります。まずは現場から声を
上げ、「人員配置基準を引き上げよ」の世論で国を
包囲していきましょう。一刻も早く夜勤改善を実現
するために、本報告を活用して下さい。

日本医労連介護対策委員会
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介護施設夜勤実態調査は介護施設の夜間業務の実
態を明らかにして改善を図るために行っています。
９回目となる今回の調査では、２全国組合２４都道府
県医労連に加盟する組合から介護施設１４２施設２０６職
場の回答が寄せられました。その年ごとに業態別の
集計数にばらつきがあることや、集計数自体が少な
い業態もあるため、集計値が調査ごとに一定程度の
影響を受けることはあるものの、夜勤形態や回数、
夜勤体制などの実態については、ほとんど改善せ
ず、厳しい状況が続いていることが明らかになって
います。介護施設で働く介護労働者が長く働き続け
られる環境を構築していくためにも、明らかになっ
た実態を問題解決のためにどのように活用するかが
今後の大きな課題となります。

１、調査目的と実施要綱
本調査は、介護施設の夜勤改善を図るため、介護

福祉施設（特別養護老人ホーム）（以下、特養）、介
護老人保健施設（以下、老健）、グループホーム
（以下、ＧＨ）、小規模多機能型居宅介護施設（以
下、小多機）、看護小規模多機能型居宅介護施設
（以下、看多機）、単独型短期入所施設（以下、短
期入所）、介護医療院を対象に調査しました。２０２１
年６月の勤務実績を基本として、１１月中旬までの期
間で回答を集約しました。夜勤形態、夜勤体制、夜
勤日数（回数）など、夜勤に関わる項目を中心に調
査し、実態を把握しました。

２、職員体制
今回の調査では、１４２施設職員総数４，０７５人を対象
に調査しました。内訳は、介護職員が２，９０３人、看
護職員が８００人、その他３７２人の調査報告となってい
ます。調査対象外のその他施設の集計は（１３施
設）、１～４の集計項目を除いて、全体の集計には
反映させずに、巻末でその他施設の集計結果を掲載

しています。

３、調査施設の概要
特養や老健は、利用者定員が４０人を超える中～大
規模な施設が大半を占め、老健では４５施設中１８施設
が１００人を超えています。ＧＨは３ユニット１施
設、２ユニット１４施設、１ユニット９施設となって
います。小多機、看多機の最大登録定員は２９人です
が、２０人未満の小規模な施設が大半となっています。

４、夜勤実態
夜勤形態では「２交替夜勤」の施設が８割以上
（８７．６％）を占めています。そのうち、勤務時間１６
時間以上の「２交替夜勤」は９１施設（２交替夜勤の
８０．５％）となっています。夜勤体制では、特養や老
健など比較的規模の大きな施設では複数体制になっ
ていますが、ＧＨ、小多機、看多機では１人体制と
なっています。仮眠室の有無では、約４０％の施設で
「仮眠室がない」状態になっており、特に、看多機
では８割を超える施設に仮眠室がありません。夜勤
日数（回数）については、「３交替夜勤」の施設で
は８５．６％の施設が「８日以内」に収まっています。
一方で、「２交替夜勤」の施設では、「４回以内（８
日以内に相当）」は６割弱にとどまっています。

５、その他
夜勤手当について、正規職員の２交替夜勤で平均

５，９７６円、３交替夜勤の準夜で３，６３０円、深夜で４，３２５
円となっています。夜勤時に、医療機関への受診な
どの救急対応が必要となったことがあった施設が約
３割、夜勤明けの翌日の手当が保障されていない施
設が３割以上となっています（いずれも調査月
で）。夜勤も含めた、１日の勤務シフトの数は、平
均５．６通りと昨年の過去最多と変わりなく、特養で
は平均で６．７通りとなっています。

２０２1年
介護施設夜勤実態調査結果概要
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業 態 施設数 職場数
特 養 １７ ３１
老 健 ４５ ７５
Ｇ Ｈ ２４ ３９
小 規 模
多 機 能 型 １４ １４

看護小規模
多 機 能 型 １５ １５

単独型短期入所 １１ １１
介護医療院 ３ ５
その他施設 １３ １６

全 体 １４２ ２０６

施設数 職場数
２０１３年 １１２ １３６
２０１４年 １１８ １５６
２０１５年 １５６ ２０５
２０１６年 １４３ １８８
２０１７年 １６５ ２１４
２０１８年 １３２ １７４
２０１９年 １４３ １９１
２０２０年 １５３ ２１９
２０２１年 １４２ ２０６

過去のデータ

性 格 施設数 職場数
全 国 組 合 １５ ２３
自 治 体 ２ ２
民 医 連 １１７ １６３
一 般 １ １
精 神 ３ ３
介 護 １ ４
福 祉 ３ １０
未加盟組織 ０ ０

全 体 １４２ ２０６

１ 調査結果件数

今回の調査では、142施設、206職場（前回153施
設、219職場）から回答を得ることができました。
今回は、加盟組織外からの回答はありませんでし
た。
業態別の集計数では、老健からの回答が一番多

く、ＧＨ、特養と続いています。次いで、若干の変
動は見られますが、看多機、小多機、短期入所
（ショートステイ）と続いており、この間の回答集
約の傾向が見えてきました。
その他施設（有料老人ホーム、軽費老人ホームな

どの特定施設やサービス付き高齢者住宅）からの回
答は13施設となりました。その他施設について
は、１～４の集計項目以外では全体の集計には反映
させずに、巻末でその他施設の集計結果を掲載して
います。

２ 組合性格別集計数

組合性格別の内訳では、民医連の施設からの回答
が117施設で全体の８割になっています。全国組合
の内訳は全厚労1３施設、全 JCHO病院労組２施設
となっています。今回の調査では、未加盟施設から
の回答はありませんでした。
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加盟組織 施設数 職場数
全 厚 労 １３ １９
全ＪＣＨＯ病院労組 ２ ４
北 海 道 １７ ２５
青 森 ３ ３
秋 田 ２ ２
岩 手 ２ ３
山 形 １７ ２１
群 馬 ４ ７
長 野 １３ ２０
新 潟 １４ ２２
東 京 １６ ２２
岐 阜 ２ ２
富 山 ４ ６
石 川 ３ ６
大 阪 １ ２
京 都 ２ ２
奈 良 １ ２
福 井 ５ ６
岡 山 ８ １３
島 根 ３ ５
香 川 １ １
愛 媛 １ １
徳 島 １ １
福 岡 ３ ６
大 分 ２ ２
沖 縄 ２ ３
全 体 １４２ ２０６

３ 加盟組織別集計数

今回の調査には、２全国組合24県医労連から回
答が寄せられています（前回２組合28県医労連）。
内訳は、北海道医労連、山形県医労連の17施設を
最多に、東京医労連、新潟県医労連、長野県医労
連、全厚労などとなっています。
回答のあった施設の所在地は29都道府県となっ

ています。これまでに、介護施設夜勤実態調査に取
り組んだ組織は延べ46組織となります。経年的に
調査を実施することで、調査に取り組む組織が増え
てきました。調査結果に実態をより反映させていく
ためにも、介護施設のあるすべての組織で調査に取
り組み、回収数を引き上げて行く必要があります。
※本調査の対象となる施設を組織していない全国組
合・県医労連もあるため、最大で54組織にはなり
ません。

４ 勤務者総数

今回の調査は、4,075人分の実態を集約したもの
となっています。総職員数に占める介護職員数は
2,903人で、その割合は71.2％（前回71.7％）、看護
職員数は800人で19.6％（前回19.8％）、その他職員
数は372人で9.1％（前回8.5％）となっています。
男性職員が占める割合は全体で26.8％（前回26.5
％）、介護職員では32.1％で前回（31.3％）とほぼ
同様となっています。
妊娠者の占める割合は、介護職員で0.9％、総職
員では0.6％となっています。産休・育休者の割合
を合計すると、介護職員2.4％、総職員2.0％とほぼ
同様になっています。管理者を通しての調査ではな
いため、施設全体の把握が難しく、実態よりも低く
なる傾向があるとはいえ、女性が多い職場であるに
もかかわらず妊娠・出産・育児の職員割合が０．５～１
％台と少ない状況は変わっていません。その背景に
は、夜勤のある介護施設では、妊娠者が働くには過
酷な勤務環境であり、人員不足や職員体制の不足が
そこに拍車をかけているものと考えられます。こう
した傾向は、介護休暇の取得にもあてはまります。

（人）
全施設

介護
職員数

看護
職員数 その他 総職員数

総 数 ２，９０３ ８００ ３７２ ４，０７５

（うち非正規
職員数） ７５０ ２５１ １４４ １，１４５

（うち
男性数） ９３１ ３７ １２４ １，０９２

妊 娠 者 数 １８ １ １９

産 休 者 数 １５ １ １６

育 休 者 数 ４６ １２ ３ ６１

育児短時間
取 得 数 １４ ４ ４ ２２

介 護 休 暇
取 得 数 １ １ ２

病 欠 者 数 ２９ ４ １ ３４

総
数
人
員
と
の
割
合（
％
）

妊 娠 者 数 ０．９ ０．４ ０．６

産 休 者 数 ０．８ ０．４ ０．５

育 休 者 数 １．６ １．５ ０．８ １．５

育児短時間
取 得 数 ０．５ ０．５ １．１ ０．５

介 護 休 暇
取 得 数 ０．０ ０．３ ０．０

病 欠 者 数 １．０ ０．５ ０．３ ０．８

結果
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業 態 有効回答
施 設 数

１施設
あたりの
平均
職員数

職員数（人）

合計人数介護職員 看護職員 その他
正規
職員

非正規
職員

介護
職員計

正規
職員

非正規
職員

看護
職員計

正規
職員

非正規
職員

その他
職員計

特 養 １６ ３６．８ ４２１．０ ８１．２ ５０２．２ ４５．０ １４．０ ５９．０ １３．０ １４．０ ２７．０ ５８８．２

老 健 ４５ ３５．２ ９２２．５ １５７．５ １，０８０．０ ３４０．０ ６８．５ ４０８．５ ７３．０ ２１．７ ９４．７ １，５８３．２

Ｇ Ｈ ２４ １２．０ １７２．０ １０２．９ ２７４．９ １．４ １．４ ５．０ ５．６ １０．６ ２８６．９
小 規 模
多機能型 １４ １０．５ ７６．０ ３９．９ １１５．９ ７．０ ９．１ １６．１ １１．０ ３．５ １４．５ １４６．５

看護小規模
多 機 能 型 １５ １７．１ １４３．０ ３３．６ １７６．６ ５０．０ ２６．３ ７６．３ ２．５ ０．７ ３．２ ２５６．１

単 独 型
短期入所 １０ １８．３ １２０．０ １６．８ １３６．８ １６．０ ９．１ ２５．１ １２．０ ９．１ ２１．１ １８３．０

介護医療院 ３ ４８．４ ６２．０ ６．３ ６８．３ ６６．０ ９．８ ７５．８ １．０ １．０ １４５．１

全 体 １２７ ２５．１ １，９１６．５ ４３８．２ ２，３５４．７ ５２４．０ １３８．２ ６６２．２ １１７．５ ５４．６ １７２．１ ３，１８９．０

業 態
構成割合

雇用形態別の職員割合
介護職員 看護職員 その他 合計人数

介護
職員

看護
職員 その他 正規

職員
非正規
職員

正規
職員

非正規
職員

正規
職員

非正規
職員

正規
職員

非正規
職員

特 養 ８５．４ １０．０ ４．６ ８３．８ １６．２ ７６．３ ２３．７ ４８．１ ５１．９ ８１．４ １８．６

老 健 ６８．２ ２５．８ ６．０ ８５．４ １４．６ ８３．２ １６．８ ７７．１ ２２．９ ８４．４ １５．６

Ｇ Ｈ ９５．８ ０．５ ３．７ ６２．６ ３７．４ １００．０ ４７．２ ５２．８ ６１．７ ３８．３
小 規 模
多機能型 ７９．１ １１．０ ９．９ ６５．６ ３４．４ ４３．５ ５６．５ ７５．９ ２４．１ ６４．２ ３５．８

看護小規模
多 機 能 型 ６９．０ ２９．８ １．２ ８１．０ １９．０ ６５．５ ３４．５ ７８．１ ２１．９ ７６．３ ２３．７

単 独 型
短期入所 ７４．８ １３．７ １１．５ ８７．７ １２．３ ６３．７ ３６．３ ５６．９ ４３．１ ８０．９ １９．１

介護医療院 ４７．１ ５２．２ ０．７ ９０．８ ９．２ ８７．１ １２．９ １００．０ ８８．９ １１．１

全 体 ７３．８ ２０．８ ５．４ ８１．４ １８．６ ７９．１ ２０．９ ６８．３ ３１．７ ８０．２ １９．８

（％）

（１）職種別正規・非正規職員の構成
１施設当たりの平均職員数は、比較的に施設の規模の大きい特養・老健・介護医療院では35人以上と

なっていますが、定員規模の小さいＧＨや小多機では職員数も少なく、１０．５人～12人程度になっていま
す。

（２）職種別の構成割合及び、正規・非正規の割合
介護職員と看護職員の構成割合は、全体で介護職員が73.8％、看護職員が20.8％となっています。看護職

員の割合では、病院と在宅の中間施設に位置づけられる老健で25.8％、在宅医療・介護の複合的な役割を持
つ看多機では29.8％と高くなっています。また、介護医療院は、療養が必要である者の施設という位置づけ
となっており、看護師の割合が52.2％と高くなっています。特養、小多機、短期入所では看護職員の配置割
合は10％程度と低くなっています。ＧＨは９割以上が介護職員で構成されています。
正規職員と非正規職員の割合は、全体で正規職員が80.2％、非正規職員19.8％となっており、昨年とほぼ

同様の傾向となっています。
業態別で見ると、特養・老健・短期入所・介護医療院で正規職員の割合が８０％を超えています。続いて、

看多機が76％台と比較的高い割合になっています。一方、ＧＨ、小多機では、非正規職員の割合が35％以
上と他の業態と比べ高くなっています。過去の調査結果でも同様の傾向となっていますが、事業所の規模が
小さいために経営的なスケールメリットも小さく、職員の雇用にも影響があるものと考えられます。

５ 各業態の職員体制および就業形態（施設単位）

※ 上記２点の表は職員体制の集計にあたり、非正規職員の人数は常勤換算しています。常勤換算の根拠は、介護労働安定セン
ター「平成27年度介護労働実態調査」の「月給の者」と「時給の者」の平均労働時間を参考にしています。
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有 18.4%有 18.4%

無 81.6%無 81.6%

有 0.8%有 0.8%

無 99.2%無 99.2%

業 態 有効回答
施 設 数

介 護 職

派遣の有無
割合（％）

２０２１年 ２０２０年
有 無 有 無 有 無

特 養 １７ ６ １１ ３５．３ ６４．７ ３８．９ ６１．１

老 健 ４３ １０ ３３ ２３．３ ７６．７ ２１．７ ７８．３

Ｇ Ｈ ２３ ２ ２１ ８．７ ９１．３ １７．４ ８２．６

小規模型＆
看護小規模型 ２９ ４ ２５ １３．８ ８６．２ ３．８ ９６．２

単独型短期入所 １０ １ ９ １０．０ ９０．０ １３．３ ８６．７

介護医療院 ３ ３ １００．０ １００．０

全 体 １２５ ２３ １０２ １８．４ ８１．６ １８．２ ８１．８

業 態 有効回答
施 設 数

看 護 職

派遣の有無
割合（％）

２０２１年 ２０２０年
有 無 有 無 有 無

特 養 １７ １ １６ ５．９ ９４．１ １００．０

老 健 ４４ ４４ １００．０ ６．５ ９３．５

Ｇ Ｈ ２２ ２２ １００．０ １００．０

小規模型＆
看護小規模型 ２８ ２８ １００．０ ３．８ ９６．２

単独型短期入所 １０ １０ １００．０ １００．０

介護医療院 ３ ３ １００．０ ２５．０ ７５．０

全 体 １２４ １ １２３ ０．８ ９９．２ ３．８ ９６．２

介護職の派遣の有無

看護職の派遣の有無

６ 派遣労働者の有無

介護職員の不足は減算やベッド閉鎖の要因となるため、施設の運営にも大きな影響を及ぼします。介護職
員の応募が少ない中で、派遣に頼らざるをえない施設も出ています。
介護職の派遣職員の有無については、老健と小多機＆看多機が前回よりも「有」の割合が増えています。

特養では昨年より割合は減ったものの35.3％が「有」と回答しており、最も高くなっています。小多機＆看
多機は前回よりも10％の割合で「有」の回答が増えています。
看護職の派遣職員が「有」と回答した施設は、前回は３つの業態で５施設が「有」と回答していました

が、今回は特養のみ１つの業態での回答になっています。
派遣職員の有無について回答のあった施設のうち、介護職・看護職のどちらかまたは両方で派遣職員が

「有」と回答した施設は、129施設中24施設（前回139施設中26施設）でした。

構成割合（％） 雇用割合（％）
介護職員 看護職員 その他 正規職員 非正規職員

２０１３年 ７５．６ １９．５ ４．９ ７４．８ ２５．２
２０１４年 ７６．６ １９．６ ３．８ ７４．６ ２５．４
２０１５年 ７５．２ １９．１ ５．７ ７８．１ ２１．９
２０１６年 ７３．２ ２０．７ ６．１ ７８．７ ２１．３
２０１７年 ７５．７ １９．１ ５．２ ７７．４ ２２．６
２０１８年 ７４．０ １９．８ ６．２ ７９．１ ２０．９
２０１９年 ７５．４ １８．５ ６．１ ７９．２ ２０．８
２０２０年 ７３．５ ２０．９ ５．６ ８０．１ １９．９
２０２１年 ７３．８ ２０．８ ５．４ ８０．２ １９．８

過去のデータ（全体）

結果
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「1:1.5」～
「1:2.0」未満
28.3%

「1:2.5」～
「1:3.0」未満
10.0%

「1:2.5」～
「1:3.0」未満
10.0%

「1:3.0」～
「1:3.5」未満
2.5%

「1:3.0」～
「1:3.5」未満
2.5%

「1:2.0」～
「1:2.5」未満
20.8%

「1:2.0」～
「1:2.5」未満
20.8%

「1:1.5」未満
36.7%
「1:1.5」未満
36.7%

「1:3.5」以上
1.7%
「1:3.5」以上
1.7%

業 態 施設数
利用者定員数

無回答
施設単位
あたりの
平均定員数１０未満 １０以上

２０未満
２０以上
４０未満

４０以上
６０未満

６０以上
８０未満

８０以上
１００未満

１００
以上

特 養 １７ １ ３ ２ １ ５ ４ １ ７１．２
老 健 ４５ １ ５ ５ ５ １０ １８ １ ７７．４
Ｇ Ｈ ２４ ９ １４ １ １４．７
小規模多機能型 １４ １ １１ ２ １７．３
看護小規模多機能型 １５ １２ ３ １７．８
単独型短期入所 １１ ２ ６ ２ １ ２８．１
介護医療院 ３ １ ２ １８０．０

全 体 １２９ １０ ４１ １７ ９ ６ １５ ２３ ８ ４８．１

（人）

対利用者職員比率

７ 定員規模別の分布（施設単位）

回答のあった施設の定員規模は以下のような内訳となっています。
特養や老健は規模の大きな施設が比較的に多く、平均定員数は特養が71.2人、老健は77.4人となっていま

す。いずれも、特養では７割以上、老健では８割以上が利用者定員40人以上の施設となっています。
一方、ＧＨや小多機、看多機では、施設の運営基準として利用者の定員が少なく設定されており、集計結

果でもほとんどが20人未満の小規模な事業所となっています。ＧＨは設置基準で１ユニット９人以下と定
められていますので、10人未満は１ユニット、10人以上20人未満は２ユニット、20人以上40人未満は３ユ
ニットの施設からの回答となっています。
回答件数が１件と少ないため参考値になりますが、回答が寄せられた介護医療院は、介護保険施設として

は大規模にあたる100床以上の施設でした。
なお、小多機及び看多機については、「登録定員」「通所定員(１日）」「泊り定員(１日）」とある中で、「通

所」の定員で集計をしています。

８ 対利用者職員比率（施設単位）

職員数（介護職員、看護職員、その他職員で直接利用者の処遇に携わる職員）と利用者数の比率を集計し
ています。介護保険制度上、特養や老健、短期入所の職員数は利用者３人に対して介護職員・看護職員が１
人以上（３：１）となっています。一方、ＧＨや小多機、看多機では、夜間帯以外の職員の配置が利用者３
人に対して介護従事者１人以上となっているため、職員比率が特養や老健よりも高くなる傾向にあります。
調査結果では、職員：利用者＝１：2.0よりも手厚く職員配置を行っている施設は65％（前回68％）と
なっており、前回調査とほぼ横ばいです。厚生労働省の調査でも、平均的な人員配置は「１：2.0」前後と
なっています。
施設が配置基準より手厚い職員体制を敷いていてもなお、介護現場の労働環境が過酷である現状を踏まえ

れば、人員配置基準をさらに引き上げる必要性があることは明らかです。

業 態 有効回答
施設数

職員比率（対利用者）

１：１．５
未満

１：１．５～
１：２．０未満

１：２．０～
１：２．５未満

１：２．５～
１：３．０未満

１：３．０～
１：３．５未満

１：３．５
以上

特 養 １６ ５ ５ ３ １ １ １
老 健 ４４ ３ １１ １８ ９ ２ １
Ｇ Ｈ ２４ １９ ５
小規模多機能型 １４ ５ ５ ２ ２
看護小規模多機能型 １２ ９ ２ １
単独型短期入所 ９ ３ ５ １
介護医療院 １ １

全 体 １２０ ４４ ３４ ２５ １２ ３ ２

※職員比率の算出にあたり、非正規職員の人数は常勤換算しています。そのため、非正規
職員をフルタイムで雇用している施設については、実際よりも配置水準が低く集計され
ます。
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業 態

認知症利用者数 要医療行為利用者数

有効回答
施設数

平均利用
者数の
総数（人）

要医療行為
利用者数
（人）

割合
（％）

有効回答
施設数

平均利用
者数の
総数（人）

認知症
利用者数
（人）

割合
（％）

特 養 １０ ６８０．０ ６４７．０ ９５．１ １３ ７８５．１ ６１．０ ７．８

老 健 ２９ ２，０４３．８ １，３５５．５ ６６．３ ３８ ２，８２５．５ ２６６．８ ９．４

Ｇ Ｈ ２４ ３６４．５ ３５０．０ ９６．０

小 規 模 多 機 能 型 １０ ２５６．０ １３４．０ ５２．３ １ ２９．０ １．０ ３．４

看護小規模多機能型 １２ ３２０．０ １８０．０ ５６．３ ９ ２５１．０ ２９．０ １１．６

単 独 型 短 期 入 所 ３ ８２．２ ９２．０ １１１．９ ３ １１４．７ １２．０ １０．５

介 護 医 療 院 １ １７１．５ １２７．０ ７４．１ １ １７１．５ ５６．０ ３２．７

全 体 ８９ ３，９１８．０ ２，８８５．５ ７３．６ ６５ ４，１７６．８ ４２５．８ １０．２

※要医療行為利用者数とはたん吸引・胃ろうの管理が必要な人数
※小規模多機能型・看護小規模多機能型の平均利用者総数は登録人数の総数
※認知症利用者の割合は平均利用者数（小規模多機能・看護小規模多機能は登録人数）と認知症利用者数の双
方に回答があった施設を対象に集計、要医療行為利用者数の割合についても同様です。

業態
職
場
数

平均介護度
無
回
答

平 均

～

２．５
未満

２．５～

３．０
未満

３．０～

３．５
未満

３．５～

４．０
未満

４．０～

４．５
未満

４．５
以上～ ２０２１

年
２０２０
年

特 養 ３１ １ ２ ６ １９ １ ２ ４．０ ４．０

老 健 ７５ ２ １１ ３３ １５ ３ ３ ８ ３．３ ３．２

Ｇ Ｈ ３９ １１ ４ １０ ４ １ ９ ２．８ ２．６

小 規 模
多機能型 １４ ６ ４ ３ １ ２．６ ２．５

看護小規模
多 機 能 型 １５ ５ ６ ３ １ ３．２ ３．２

単 独 型
短期入所 １１ ２ １ ４ ３ １ ３．２ ３．１

介 護
医療院 ５ ２ ２ １ ３．５ ３．９

９ 業態別平均利用者数の総数および認知症利用者数・要医療行為利用者数（施設単位）

全利用者に占める「認知症の利用者」、たん吸引または胃ろうの管理が必要な「医療行為が必要な利用
者」の割合を集計しています。
平均利用者数と認知症利用者数の両方に回答のあった（有効回答）施設は８９施設となっています。認知症

利用者数は２８８５．５人となっており、利用者数に占める割合は７３．６％となっています。特養では９５％を超える
利用者が認知症という結果になっています。ＧＨで認知症利用者数が１００％以下の割合となっているのは、
平均利用者数（空きベッド）との兼ね合いからであり、短期入所で１００％を超えているのは、入退所が同日
に行われることによって、認知症利用者数が多くなることが推測されます。
要医療行為利用者数も同様の方法で集計しています。（有効回答）施設数は６５施設で、老健からの回答が

半数以上を占めています。割合としては、看多機と短期入所が１０％台となっています。短期入所は「認知症
利用者」「要医療行為利用者」ともに利用者が高い水準になっており、この間の同水準の調査結果を踏まえ
ると重い負担が継続していると推測されます。

１０ 平均介護度別の調査単位の分布

利用者の平均介護度別に職場の分布を集計してい
ます。
特養の平均介護度が４．０と突出して高くなってお

り、回答のあった特養施設では平均介護度４以上の
職場が６８．９％と７割近くになっています。介護医療
院も参考値ですが３．５となっています。
各業態とも、平均介護度は若干の微増減はあるも

のの前回とほぼ同様の傾向となっています。

結果
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業 態 職場数
シフト数

無回答 平均
１通り ２通り ３通り ４通り ５通り ６通り ７通り ８通り ９通り １０通り

以上
特 養 ３１ ３ ５ ９ ３ ３ １ １ ５ １ ６．７通り

老 健 ７５ ２ １ １８ １９ １６ ７ ２ １ ２ ７ ５．４通り

Ｇ Ｈ ３９ １８ ２ ３ ２ １ １３ ４．９通り

小規模多機能型 １４ １ １ ４ １ ３ ２ １ １ ５．４通り

看護小規模多機能型 １５ １ ５ ５ １ １ ２ ４．９通り

単独型短期入所 １１ １ １ ３ １ １ １ ３ ５．８通り

介護医療院 ５ １ ３ １ ６．４通り

全 体 １９０ ３ ４ ３ ５１ ４０ ２９ １５ ５ ５ ９ ２６ ５．６通り

平均シフト数
特養 老健 ＧＨ 小規模＆看護小規模 短期入所 介護医療院 全体

２０１３年 ― ― ― ― ― ― ―
２０１４年 ５．４通り ４．９通り ４．４通り ５．０通り ４．９通り ― ４．９通り
２０１５年 ５．３通り ５．３通り ４．５通り ５．３通り ５．２通り ― ５．１通り
２０１６年 ６．４通り ５．０通り ４．４通り ５．７通り ５．３通り ― ５．２通り
２０１７年 ６．０通り ５．６通り ４．５通り ４．８通り ５．８通り ― ５．４通り
２０１８年 ７．２通り ５．３通り ４．７通り ５．２通り ５．３通り ― ５．６通り
２０１９年 ６．５通り ５．３通り ４．５通り ５．８通り ６．７通り ５．０通り ５．６通り
２０２０年 ５．９通り ５．８通り ４．８通り ５．１通り ５．６通り ６．０通り ５．６通り
２０２１年 ６．７通り ５．４通り ４．９通り ５．１通り ５．８通り ６．４通り ５．６通り

過去のデータ（全体）

１１ シフト数（職場単位）

介護施設では、利用者の生活リズムに合わせて介護が提供されますが、人員不足や介護報酬が低いこ
となどから人員配置を効率化させ、食事や起床の時間帯など特に人員が必要な時間帯に勤務者数も多く
配置しています。そのため、勤務シフト（早番・日勤・遅番・夜勤）が多いのも介護施設の勤務の特徴
です。
全体の平均シフト数は、年を追うごとに多くなっており、４通り台はＧＨと看多機となっています。

また、全体の３割を超える職場で「６通り以上」という回答となっています。シフト数の平均が「６．７
通り」と最も高い特養では「６通り以上」の職場が４割以上となっています。参考値になりますが、介
護医療院でも「６通り」以上の職場が８割を占めており、シフト数の平均も「６．４通り」と高くなって
います。そのほか、老健、小多機、短期入所でも平均で「５通り」を超えています。
勤務シフトが多くなれば多くなるほど、日ごとの出勤時間にばらつきがでるため、生活サイクルが一

定せず、職員や職員の家族への負担が大きくならざるを得ません。医療や介護は２４時間・３６５日、休み
なく求められるため、交替制（シフト）勤務は避けられませんが、職員への負担を減らすためにも、職
員の配置数を増やしてシフト数を減らすことが求められます。

１６ 医療労働



2交替・3交替
の混合
0.5％

変則3交替
3.2％

3交替
7.4％

当直と２交替の混合
4.7％

当直と3交替の混合
1.1％

2交替
83.2％
2交替
83.2％

2交替・3交替
の混合
2.3％

変則3交替
2.3％

3交替
6.2％

当直と２交替の混合
1.6％

当直と3交替の混合
1.6％

2交替
86.0％
2交替
86.0％

３交替
変則
３交替

２交替・
３交替の
混合

２交替
当直と
３交替の
混合

当直と
２交替の
混合

当直

８ ３ ３ １１１ ２ ２ ０

変則３交替夜勤とは
通常の３交替夜勤の入り時間（午前０時～１時）を前倒しする勤務になります。２暦日にまたがり

ながら勤務としては１日となるため、暦日と勤務日数との間にずれが生じます。そのため、夜勤明
けから翌日の勤務までの２４時間以上の勤務間隔を休日扱いとされているケースが発生しています。

夜勤形態の比率（施設）

３交替
変則
３交替

２交替・
３交替の
混合

２交替
当直と
３交替の
混合

当直と
２交替の
混合

当直

１４ ６ １ １５８ ２ ９ ０

１２ 夜勤形態

１ 施設単位の集計
施設単位での集計では、２交替制勤務による夜勤（以下、２交替夜勤）が８７．６％（１１３施設、うち当直

との混合が２施設）となっています。過去の調査結果でも、２交替夜勤は８０％台後半から９０％台前半で推
移しています。２交替夜勤は、多くの場合で１６時間前後の長時間夜勤となるため、労働負担が大きくなっ
ています。
２交替夜勤と３交替制勤務による夜勤（以下、３交替夜勤）の混合型夜勤については、２交替夜勤の職

場と３交替夜勤の職場が併存している施設が３施設（２．３％）ありました。
３交替夜勤は１０．１％（１３施設、うち変則３交替夜勤が３施設、当直との混合が２施設）となっていま

す。過去の調査結果を通しても、３交替夜勤を実施している施設は全体の１割前後となっています。変則
３交替夜勤の施設は昨年の最多１１施設から３施設へと減少しています。

２ 職場単位の集計
職場単位での集計では、２交替夜勤の職場は87.９％（16７職場、うち当直との混合が９職場）となってい
ます。２交替夜勤と３交替夜勤を混合で行っている職場は１職場ありました。一方、３交替夜勤の職場は
11.7％（22職場、うち変則３交替が６職場、当直との混合が２職場）となっています。職場単位でも、変則
３交替夜勤を実施している職場数が過去最多となっています。

夜勤形態の比率（職場）

結果
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（%）

特 養

老 健

介護医療院

G H

小規模型＆
看護小規模型
単 独 型
短期入所

17.617.6

13.313.3

33.333.3

9.19.1 18.218.2

3.43.4 17.217.2

11.111.1

20.820.8

11.811.811.811.8

33.333.3

9.19.1

4.24.2

5.95.95.95.9

33.333.3

63.663.6

79.379.3

75.075.0

75.675.6

47.147.1

当直と3交替
２交替（16時間未満）変則３交替

３交替 ３交替と２交替の混合 ２交替（16時間以上）
当直と２交替

業 態 ３交替 変則
３交替

３交替と
２交替の混合

２交替
（１６時間未満）

２交替
（１６時間以上）

当直と
３交替

当直と
２交替 当直 無回答 合計

特 養 ３ ２ ２ ８ １ １ １７

老 健 ５ ６ ３４ ４５

Ｇ Ｈ ５ １８ １ ２４
小規模型＆
看護小規模型 １ ５ ２３ ２９

単独型短期入所 １ ２ ７ １ １１

介護医療院 １ １ １ ３

全 体 ８ ３ ３ ２０ ９１ ２ ２ １２９

３交替 ２交替 その他
２０１３年 ６．３ ９２．９ ０．９
２０１４年 １２．３ ８６．８ ０．９
２０１５年 １０．５ ８８．１ １．４
２０１６年 ６．８ ９０．２ ３．０
２０１７年 ６．２ ９２．５ １．４
２０１８年 １０．５ ８８．７ ０．８
２０１９年 １１．５ ８７．０ １．５
２０２０年 １６．５ ８２．０ １．４
２０２１年 １０．１ ８７．６ ２．３

過去のデータ （％）

※その他には「2交替・3交替混合」「当直」

３ 業態別の集計（施設単位）
施設ごとの夜勤形態を業態別にみると、ＧＨ、小多機、看多機などの小規模な事業所では、１施設を除い

て２交替夜勤となっています。３交替夜勤を実施している16施設のうち９施設が、ベッド数50床以上、職
員数では９施設中回答のあった８施設が20人以上の一定規模のある施設でした。過去の調査結果からは、
規模が小さく人員体制が少ない事業所では、３交替夜勤の負担が１人あたりの夜勤日数に跳ね返ってしまう
という実態も明らかになっています。
なお、16時間以上の夜勤を実施している施設は回答があった129施設の70.5%、２交替夜勤を実施してい

る施設の80.5％となっています。

１８ 医療労働



有効回答
職場数

準 夜 深 夜

業 態 ０．３人
体制

１人
体制

１．５人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

０．３人
体制

１人
体制

１．５人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

特 養 ８ ２ ５ １ ２
老 健 ８ ６ １ １ ７ １
Ｇ Ｈ
小規模型＆看護小規模型 １ １ １
短 期 入 所 ３ ２ １ ２ １
介 護 医 療 院 ４ ４ ３ １

有効回答
職場数

２交替

業 態 ０．５人
体制

１人
体制

１．３
or１．５
体制

２人
体制

２．３
or２．５
体制

３人
体制

３．３
or３．５
体制

４人
体制

４．３
or４．５
体制

５人
体制

５．３
or５．５
体制

６人
体制

６．３
or６．５
体制

７人
体制

７．３
or７．５
体制

８人
体制

特 養 ２２ ９ １１ ２
老 健 ６２ ９ ７ ２７ ４ １４ １
Ｇ Ｈ ３９ ３９
小規模型＆看護小規模型 ２７ ２７
短 期 入 所 ８ ３ ５
介 護 医 療 院 ２ １ １

１３ 職場単位の夜勤配置

介護施設の夜勤配置は業態ごとに要件が定められていますが（３８ページ参照）、利用者数に応じて配置要
件が定められているのは特養と短期入所だけとなっており、老健では最低限の人数しか定められていませ
ん。利用者の状態や施設の構造が要件に考慮されていないため、職員が複数階を掛け持ちしたり、実質的な
１人夜勤が生じたりしています。
また、ＧＨや小多機、看多機の要件では、夜勤配置は１人以上（ＧＨは１ユニットに１人以上）となって

いるため、１人体制の夜勤が恒常的に行われています。夜間とはいえ、利用者への対応や日中にできなかっ
た業務（洗濯や掃除など）、翌日の朝食の準備など、夜間帯に行わなければならない業務があるため、１人
夜勤では仮眠はおろか、休憩すらほとんど取れない状態となっています。また、たとえ休息が取れていたと
しても、何かあればすぐに対応しなければならない状況に置かれている時間は「手待ち時間」＝労働時間と
厚生労働省も通知を出しています。近年では、洪水や震災などの災害も多発しており、災害時の対応を考え
ても１人夜勤は一刻も早く改善しなければなりません。

１ ３交替夜勤
３交替夜勤は、比較的に施設規模の大きい特養や老健が中心となっています。老健では、準夜帯、深夜帯

ともに２人体制が大半を占めていました。特養については、３交替職場の７５％が変則３交替夜勤の職場と
なっています。

２ ２交替夜勤
２交替夜勤の職場で複数体制が行われているのは全体の４６．８％となっており、残りの５割以上が１人体制
以下となっています。ＧＨや小多機、看多機では、すべての職場が１人体制となっており、特養でも職場単
位で見ると半数近くが１人体制以下となっています。老健では、２人体制の職場が半数以上を占めており、
１人体制の職場は１０％台にとどまっています。老健で体制が小数点表記になっているのは、看護職員が複数
のフロアをまたがって受け持っているためです。

結果

医療労働 １９



特 養 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～２５以下 １ １９．０ １ １．０ １ １９．０ １ １．０

２６～３０以下

３１～４０以下 １ ３３．３ １ ２．０

４１～５０以下

５１～６０以下

６１～７０以下 １ ６８．０ １ ２．０

７１～８０以下

８１～９０以下

９１～１００以下 １ ９４．０ ８．０ ２ ９５．２ １ １ ４．５

１０１以上 １ １０４．０ １ １．０ １ １０４．０ １ １．０

老 健 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～３０以下

３１～４０以下 １ ３９．８ １ １ ２．０ １ ３９．８ １ １ ２．０

４１～５０以下 １ ４５．６ １ １ ３．０ １ ４５．６ １ １ ２．０

５１～６０以下 １ ６０．４ １ １ ４．０ １ ６０．４ １ １ ３．０

６１～７０以下

７１～８０以下 １ ７９．７ １ １ ６．０ １ ７９．７ １ １

８１～９０以下

９１～１００以下 １ ９６．０ １ １ ４．０ １ ９６．０ １ １ ４．０

１０１以上

１４ 平均利用者数別の夜勤配置（施設単位）

１ ３交替夜勤（準夜・深夜）
特養：６施設のうち１施設は当直と３交替夜勤の混合施設でした。また、４施設は変則３交替夜勤の施設

と１施設が３交替夜勤になっています。深夜勤の回答があって準夜勤の回答がないのは、変則３交替夜勤を
実施している施設があるためです。なお、104：1の配置数が回答集約されていますが、ショートステイと
混合施設のため、他の２フロアに２交替で２人ずつの職員が配置されています。

老健：回答のあったすべての施設で複数体制となっています。５施設のうち２施設で、準夜勤よりも深夜
勤の配置を１人減らしています。看護師の配置については、準夜、深夜を通して、すべての施設で配置があ
りました。

ＧＨ：３交替を実施している報告はありませんでした。
小多機＆
看多機 有効

回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～１０以下

１１～２０以下

２１～３０以下

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。
※定員４０人以下の老健で、常時、緊急連絡体制をとっている場合は１人以上

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

２０ 医療労働



単独型
短期入所 有効

回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～２５以下 ２ １９．２ ２ １．０ ２ １９．２ ２ １．０

介護医療院 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７１～８０以下

８１～９０以下

９１～１００以下

１０１以上 １ １７１．５ １ １ ６．０ １ １７１．５ １ １ ６．０

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

特 養 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～２５以下 １ ２０．０ １ １．０
２６～３０以下 １ ２８．７ １ ２．０
３１～４０以下 ３ ３５．８ ２ １ ２．３
４１～５０以下 ２ ４４．５ １ １ ３．５
５１～６０以下 １ ５４．３ １ ２．０
６１～７０以下

７１～８０以下 １ ８０．０ １ ４．０
８１～９０以下
９１～１００以下 ２ ９４．２ １ １ ２．５
１０１以上 ２ １０９．０ １ １ ５．０

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

小多機：小多機の泊りの定員の上限は９人と決められています。３交替夜勤を実施している小多機の報告
は１件のみでした。

短期入所：回答のあった２施設は、25人以下と小規模の施設で、夜勤配置は準夜、深夜ともに１人夜勤
体制になっています。

介護医療院：１施設からの回答になりますが、夜勤の体制は複数体制となっています。

２ ２交替夜勤
特養：25％を超える施

設で配置要件以上の夜勤者
を配置していました。特養
の夜勤配置の要件は、利用
者数に応じた設定になって
いますが、実際には施設の
構造や利用者の状態にも考
慮して配置がされているも
のと考えられます。「10１
人以上」の規模で４人体制
となっている１施設につい
ては、２交替夜勤と３交替
夜勤の混合施設のため、２
交替夜勤の職員数のみで集
計しており、配置要件以下
となっています。

小規模型＆
看護小規模型 有効

回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

準夜 深夜
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

１～１０以下 １ １ １．０ １ １ １．０

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

結果
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老 健 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～１０以下

１１～２０以下 １ １８．０ １ １ ２．０

２１～３０以下 ５ ２６．４ ２ ２ １ ３ １．８

３１～４０以下 ２ ３５．３ ２ ２ ３．０

４１～５０以下 ４ ４６．９ ４ ３ ３．０

５１～６０以下

６１～７０以下 ２ ６５．７ ２ ２ ３．０

７１～８０以下 ３ ７３．８ １ １ １ ２ ４．０

８１～９０以下 ８ ８５．３ １ ６ １ ６ ４．１

９１～１００以下 １２ ９５．６ ７ ５ １２ ４．４

１０１以上

※利用者数に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。
※定員４０人以下の老健で、常時、緊急連絡体制をとっている場合は１人以上

Ｇ Ｈ 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～１０以下 １０ ８．７ １０ １．０
１１～２０以下 １３ １７．９ １４ ２．０
２１～３０以下 １ ２７．０ １ ３．０

※１１～２０以下の有効回答に対
し、２人体制１４の回答がある
のは１回答に２ユニット２カ
所分の回答があったからで
す。

※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

小規模型＆
看護小規模型 有効

回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～１０以下 ２５ ６．６ ２５ １．０
※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

単独型
短期入所 有効

回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

１～２５以下 ３ １７．４ １ ２ １．７
２６～３０以下 ３ ２７．１ １ ２ １．７
３１～４０以下
４１～５０以下 １ ４５．３ １ ２．０

※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

老健：同規模であって
も、施設ごとに配置数に違
いがあるのがわかります。
施設の構造や利用者の状態
などが影響しているものと
考えられます。看護師につ
いては８割の施設で夜勤の
配置があります。９０人以下
の事業所では必ずしも配置
されていません。

ＧＨ：2012年の報酬改定から１ユニット（利用定員９人以下）に１人以上の夜勤者を配置しなければ
ならなくなっています。２ユニット、３ユニットのＧＨでは、施設としては複数体制になっています。21
年度の報酬改定で３ユニットの事業所は２人体制が可能となりましたが、今回の調査では、その影響は見
られませんでした。しかし、実質的にはすべての職場で１人夜勤となっている実態があります。夜間は利
用者の急変も起きやすい時間帯ですが、その時間帯をたった１人で勤務しなければならないため、職員の
精神的な負担や不安感が強いのが１人夜勤の特徴です。

小多機＆看多機：小多機や看多機の泊りの定員の上限は９人と決められています。調査では、１つの施
設を除いて１人体制となっています。ＧＨと同様、９人以下と利用者数は少なくなっていますが、精神的
な負担の大きい職場です。

短期入所：規模の小さい
２施設を除いて複数体制と
なっています。また、２つ
の施設で配置要件を上回る
配置をしていました。26
～30以下で１人体制の夜
勤が回答されていますが、
入退所の関係で平均利用者
数が26人と回答されてい
ることが考えられます。

２２ 医療労働



介護医療院 有効
回答
施設数

利用者数
の平均
（人）

夜勤配置 看護師
職員配置
“有”の
施設数

平均
夜勤
配置
（人）

夜勤
平均（人）
利用者数

１人
体制

２人
体制

３人
体制

４人
体制

５人
体制

６人
体制

７人
体制

８人
体制

９人
体制

１０人
体制

３１～４０以下 １ ３４．７ １ １ ３．０

※利用者に対する夜勤者の最低配置人数（体制）の部分を塗りつぶしてあります。

業 態 施設数 夜勤に
入った人数

うち非正規
職員人数

非正規
職員の
割合（％）

非正規職員
が夜勤に
入った施設数

非正規職員が
夜勤に入った施設
割合（％）

特 養 １７ ５２５ １３ ２．５ ５ ２９．４
老 健 ４５ １，１９１ ７２ ６．０ ２６ ５７．８
Ｇ Ｈ ２４ ２４１ ８０ ３３．２ １５ ６２．５
小規模多機能型 １４ ８５ １７ ２０．０ ９ ６４．３
看護小規模多機能型 １４ １０７ ５ ４．７ ４ ２８．６
単独型短期入所 １１ １２６ ５ ４．０ ２ １８．２
介護医療院 ３ ８４ １ １．２ １ ３３．３
全 体 １２８ ２，３５９ １９３ ８．２ ６２ ４８．４

介護医療院：１回答のみ
のため参考値となります。

１５ 夜勤に入った非正規職員人数（施設単位）

少ない人員体制に加えて人員不足が深刻な中で、多くの施設では非正規職員も夜勤に入れざるを得ない状
況になっています。全体では、有効回答のあった128施設のうち、ほぼ半数となる62施設で非正規職員が夜
勤に入っています。また、夜勤に入った職員の８.2％が非正規職員となっています。
業態別では、全職員数が少なく、非正規職員の割合が高いＧＨと小多機では、60％を超える施設で非正
規職員が夜勤シフトに組み込まれています。一方、正規職員の割合が高い老健でも57.8％と高い割合で非正
規職員が夜勤シフトに組み込まれています。また、ＧＨでは夜勤に入った職員の約３割が非正規職員となっ
ています。一方、今回の調査ではＧＨ以外では小多機が２割となっており、その他の施設は１割未満となっ
ています。

１６ 夜勤日数（回数）（施設単位）

１カ月の夜勤日数（回数）に法規制はありませんが、看護師には「月８日以内（２交替夜勤に換算すると
４回以内）という指針が出されています（看護師確保指針）。職員の負担を軽減するためにも、夜勤ができる
職員を確保して夜勤日数（回数）を制限する必要があります。しかし、人員不足や制度上のさまざまな問題
がある中で、職員１人あたりの夜勤日数（回数）を増やしたり非正規職員を夜勤に組み込んだりせざるを得
ないという状況になっています。

結果
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調査
施設数 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日

以上 合計

特 養 ６ １ ８ １０ ４７ ４０ １７ １８ １０ ７ ６ １６４

老 健 ４ １ ２ １ ９ ８ ７ １４ ４５ １４ ４ １０５

Ｇ Ｈ

小規模型＆
看護小規模型 １ ２ １ １ １ ４ ９

単 独 型
短期入所 ２ １ １ ２ ５ ９ ２ ２０

介 護
医 療 院 ２ １ ５ ６ ２ ９ ２３ ６ １１ ６３

全 体 １５ ３ １０ １２ ６４ ５７ ３１ ５１ ８１ ３１ ２１ ３６１

６日以下 ７日 ８日 ９日以上 ６日以下 ７日 ８日 ９日以上 最多日数
２０１３年 １４４ ７０ ５３ １４ ５１．２ ２４．９ １８．９ ５．０ ９
２０１４年 １０５ ４９ ６２ ４６ ４０．１ １８．７ ２３．７ １７．６ １３
２０１５年 １３７ ３９ ９４ ７２ ４０．２ １１．４ ２７．６ ２０．８ １４
２０１６年 ８８ ３３ ７９ ４１ ３６．５ １３．７ ３２．８ １７．０ １０
２０１７年 ８４ ２６ ９７ ３０ ３５．４ １１．０ ４０．９ １２．７ １２
２０１８年 １３６ ４５ ６８ ２０ ５０．６ １６．７ ２５．３ ７．４ ２０
２０１９年 ２０８ ５３ ５８ ４３ ５７．５ １４．６ １６．０ １１．９ ２１
２０２０年 ３０９ ５３ ７６ ７０ ６０．８ １０．４ １５．０ １３．８ ２２
２０２１年 １７７ ５１ ８１ ５２ ４９．０ １４．１ ２２．４ １４．４ １９

２０２１年 ２０２０年
９日以上
割合
（％）

平均
夜勤日数

最多
夜勤日数

夜勤専門
（人）

９日以上
割合
（％）

平均
夜勤日数

最多
夜勤日数

夜勤専門
（人）

特 養 ７．９ ５．３ １０ １．４ ４．２ ２１ ８

老 健 １７．１ ７．１ １９ ２ ２１．４ ７．１ ２０ ２

Ｇ Ｈ １８．２ ５．４ １３ ２

小規模型＆
看護小規模型 ４４．４ ７．１ ９ ２２．２ ６．４ １２ ８

単 独 型
短期入所 ６．２ ８ ２．２ ６．２ ２２ １

介 護
医 療 院 ２７．０ ７．６ １２ ４０．３ ７．７ １０

全 体 １４．４ ６．３ １９ ２ １３．８ ５．８ ２２ ２１

（人）

過去のデータとの比較（全体） （%）（人）

１ ３交替夜勤
３交替の施設では、９日を超えて夜勤に入っている職員は14.4％となり、前回よりも増えています。昨年

は、全ての職員が８日以内に収まっている施設はありませんでしたが、今回の調査では、短期入所施設が８
日以内に収まっています。また、夜勤の最多日数は昨年と比較すると改善傾向にありますが、依然として老
健は19日と多く、特養・介護医療院においても10日を超えています。

２４ 医療労働



３回以下 ３.５回 ４回 ４.５回以上 ３回以下 ３.５回 ４回 ４.５回以上 最多回数
２０１３年 ５３９ ７９ ８５９ ６２８ ２５．６ ３．８ ４０．８ ２９．８ １３
２０１４年 ３８０ ３６ ５６０ ４８６ ２６．０ ２．５ ３８．３ ３３．２ １２
２０１５年 ５２４ ７３ ７４２ ８１６ ２４．３ ３．４ ３４．４ ３７．９ １２
２０１６年 ４７７ ５４ ７０７ ９３０ ２２．０ ２．５ ３２．６ ４２．９ １１
２０１７年 ４３０ ５３ ６５２ ８５７ ２１．６ ２．７ ３２．７ ４３．０ １４
２０１８年 ４４９ ５６ ７１８ ６９９ ２３．４ ２．９ ３７．４ ３６．４ １４
２０１９年 ４０８ ４８ ６４０ ８２３ ２１．３ ２．５ ３３．４ ４２．９ １５
２０２０年 ４１４ ３４ ７１０ ７２０ ２２．０ １．８ ３７．８ ３８．３ １４
２０２１年 ３９５ ３７ ６５０．６ ７２３ ２１．９ ２．０ ３６．０ ４０．０ １４

（人）

過去のデータとの比較（全体） （%）（人）

２ ２交替夜勤
夜勤が４回を超える職員は１，８０６人中７２３人にも上り、全体に占める割合は４０．０％となっています。過去の
調査結果をみても、ＧＨや短期入所の夜勤回数が多くなる傾向があり、今回の調査ではＧＨ夜勤者の６０．８％
が４回以上となっています。また、ＧＨでは夜勤専門の職員の数が多くなる傾向にありますが、今回の調査
でも夜勤２４０人のうち２２人、１１％程度が夜勤専門の職員となっています。
１人あたりの平均夜勤回数も改善傾向は見られません。小多機＆看多機では４回以内に収まっているもの
の、その他の業態では平均夜勤回数でも４回を超え、ＧＨでは最多の４．９回となっています。小多機＆看多機
は、泊りサービスの利用希望の有無で夜勤自体が無い日もあるため、平均回数が４回以内に収まっているこ
とが考えられます。

２０２１年 ２０２０年
４．５回
以上割合
（％）

平均
夜勤回数

最多
夜勤回数

夜勤専門
（人）

４．５回
以上割合
（％）

平均
夜勤回数

最多
夜勤回数

夜勤専門
（人）

特 養 ３９．８ ４．３ １４．０ ３ ４５．９ ４．４ １４．０ ３

老 健 ３６．３ ４．２ １０．０ １０ ３４．１ ４．２ １０．０ ２６

Ｇ Ｈ ６０．８ ４．９ １１．０ ２２ ６２．１ ４．９ １１．０ ２９

小規模型＆
看護小規模型 ２７．６ ３．８ ８．０ ７ １４．０ ３．５ ７．０ ２

単 独 型
短期入所 ５８．２ ４．６ ７．０ １ ５０．４ ４．６ ９．０ １

介 護
医 療 院 ２９．４ ４．６ １０．０ ４１．９ ３．９ ５．０ ５

全 体 ４０．０ ４．３ １４．０ ４３ ３８．３ ４．３ １４．０ ６６

調査
施設数

０．５
回迄

１
回

１．５
回

２
回

２．５
回

３
回

３．５
回

４
回

４．５
回

５
回

５．５
回

６
回

６．５
回

７
回

７．５
回

８
回

８．５
回

９
回

９．５
回

１０回
以上 合計

特 養 １３ ３ ２ ６ ３ ２５ ４ １０８ １３ ５４ ６ １７ ７ １ ２ ２５１

老 健 ４０ ２３ １ ４９ ４ １５０ ２７ ４００ ２５ ２０９ １８ ７８ ３ ２２ １６ １ １ １，０２７

Ｇ Ｈ ２４ ５ ２ ９ １ １９ ２ ５６ ３ ８３ ５ ２７ １２ １ ４ １ １０ ２４０

小規模型＆
看護小規模型 ２８ １０ １９ ２ ４３ ２ ６３ ４ ３０ １４ １ ３ １ １９２

単 独 型
短期入所 ７ １ １ １５ １６ １ ２４ ３ １３ １ ４ ７９

介 護
医 療 院 ２ １ １ ２ ８ ２ １ ２ １７

全 体 １１４ ４２ ５ ８４ １１ ２５３ ３７ ６５１ ４８ ４０１ ３２ １４９ ５ ４８ １ ２２ １ １ １５ １，８０６

結果
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夜勤協定の有無 割合（％）
有 無 有 無

２０１３年 ６７ ３３ ６７．０ ３３．０
２０１４年 ５９ ４０ ５９．６ ４０．４
２０１５年 ６３ ５４ ５３．８ ４６．２
２０１６年 ６６ ５８ ５３．２ ４６．８
２０１７年 ７３ ６８ ５１．８ ４８．２
２０１８年 ７１ ４６ ６０．７ ３９．３
２０１９年 ７４ ５１ ５９．２ ４０．８
２０２０年 ７９ ４８ ６２．２ ３７．８
２０２１年 ８１ ４８ ６２．８ ３７．２

有効
回答
施設数

夜勤協定の有無
割合（％）

２０２１年 ２０２０年
有 無 有 無 有 無

特 養 １７ ６ １１ ３５．３ ６４．７ ２９．４ ７０．６

老 健 ４５ ３５ １０ ７７．８ ２２．２ ７５．６ ２４．４

Ｇ Ｈ ２４ １４ １０ ５８．３ ４１．７ ５６．５ ４３．５

小規模多機能型 １４ ７ ７ ５０．０ ５０．０ ５４．５ ４５．５

看護小規模多機能型 １５ １１ ４ ７３．３ ２６．７ ９０．９ ９．１

単独型短期入所 １１ ６ ５ ５４．５ ４５．５ ５０．０ ５０．０

介護医療院 ３ ２ １ ６６．７ ３３．３ ７５．０ ２５．０

うち組合なし １３ ４ ９ ３０．８ ６９．２ ２１．４ ７８．６

全 体 １２９ ８１ ４８ ６２．８ ３７．２ ６２．２ ３７．８

過去のデータとの比較（全体）

１７ 夜勤協定の有無、協定日数（施設単位）

前述したとおり、介護職には夜勤日数（回数）の上限を定めた法律も指針もありません。従って、労働組
合が主体的に施設と協議を行い、独自に上限を協定（夜勤協定）することで夜勤者に過度な負担を負わせな
いようにすることが重要になります。しかし、介護施設では、夜勤協定の締結も不十分な状況となってお
り、２０１８年以降の割合を見ても６割程度となっています。また、協定回数についても同様な状況で、２交替
夜勤でありながら協定回数が４回以下となっている施設は半分以下という状況が続いています。なお、日本
医労連の夜勤実態調査（医療施設）によれば、医療施設の夜勤協定の締結率はおおむね７割程度となってい
ます。

１ 夜勤協定の有無
回答があった１２９施設のうち８１施設（６２．８％、前回６２．２％）で夜勤協定が「有」としています。業態別で
は、老健や看多機で「有」の割合が高くなっていますが、反対に特養では「無」の割合が６０％を超えていま
す。１人当たりの夜勤が多かったＧＨや短期入所では、「有」の割合が半数程度となっています。

２６ 医療労働



３交替職場の夜勤協定の回数

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日
以上 無回答 合計 平均

（日）
最高
（日）

９日
以上

特 養 １ １ ２ ４．５ ５
老 健 ４ １ ５ ８．２ ９ １
Ｇ Ｈ
小規模多機能型 １ １ ８．０ ８
看護小規模多機能型
単独型短期入所 ２ ２ ８．０ ８
介護医療院 １ １ ９．０ ９ １
全 体 １ １ ７ ２ １１ ７．５ ９ ２

※は回数が「２月当たり」で協定されているものを便宜上、１月当たりに置き換えたもの
２交替職場の夜勤協定の回数

１回 ２回 ３回 ４回
※４回超
～

５回未満
５回 ６回 ７回 ８回 ９回 １０回

以上 無回答 合計 平均
（回）

最高
（回）

４．５回
以上

特 養 １ ４ ５ ４．９ ５．０ ５
老 健 １７ １ ６ １ ２ １ １ １ ３０ ４．９ １０．０ １２
Ｇ Ｈ １ １ ７ ３ １ １ １４ ４．５ ７．０ １１
小規模多機能型 １ ２ ２ １ ６ ６．０ ９．０ ５
看護小規模多機能型 ２ ３ ５ １ １１ ４．７ ５．０ ８
単独型短期入所 １ １ １ １ ４ ６．５ ９．０ ３
介護医療院 １ １ ４．０ ４．０
全 体 １ ２３ １４ １９ １ ３ ３ ３ １ ３ ７１ ５．０ １０．０ ４４

２ ３交替夜勤を実施している施設の協定日数
３交替夜勤の施設で夜勤協定の有無について回答があった１１施設のうち、夜勤協定が「有」と回答し、か
つ日数の回答もあった施設は特養２施設、老健５施設、小多機１施設、短期入所２施設、介護医療院１施設
となっています。そのうち、月８日を超える協定日数となっているのは老健１施設、介護医療院１施設と
なっています。

３ ２交替夜勤を実施している施設の協定回数
２交替夜勤の施設では、夜勤協定の有無について回答があった１１５施設のうち、夜勤協定が「有」と回答
し、かつ回数の回答もあった施設は６８施設となっています。そのうち、月４回以内の協定回数となっている
施設は２４施設で、回答のあった施設の３５．３％にとどまっています。介護施設では、夜勤協定の締結に加え、
回数についても国が示している基準を守らせていく運動が強く求められています。

結果

医療労働 ２７



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100（％）

介護医療院

単独型短期入所

G H

老 健

特 養 75.075.0

74.374.3

31.631.6

50.050.0

25.725.7

68.468.4

50.050.0

33.333.3

加算取得「有」 「無」

66.766.7

25.025.0

業 態
有効
回答
施設数

夜勤体制に関する
加算の取得

割合（％）
２０２１年 ２０２０年

有 無 有 無 有 無
特 養 １６ １２ ４ ７５．０ ２５．０ １００．０

老 健 ３５ ２６ ９ ７４．３ ２５．７ ８６．７ １３．３

Ｇ Ｈ １９ ６ １３ ３１．６ ６８．４ １７．６ ８２．４

小規模多機能型 １４ １４ 夜勤加算自体が制度に無い

看護小規模多機能型 １０ １０ 夜勤加算自体が制度に無い

単独型短期入所 ６ ３ ３ ５０．０ ５０．０ ５５．６ ４４．４

介護医療院 ３ ２ １ ６６．７ ３３．３ ７５．０ ２５．０

全 体 ７９ ４９ ３０ ６２．０ ３８．０ ６９．３ ３０．７

※合計は小規模多機能型・看護小規模多機能型を除外して算出

１８ 夜勤体制に関する加算の取得（施設単位）

夜勤加算の取得については、加算を取得していると回答した事業所は６２％となっています。前回の調査と比
べ、ＧＨは取得率が上がりました。ＧＨ以外の取得率は全体が下がっています。
業態別では、一番取得している特養で７５％、次いで老健の７４．３％が加算を取得していると回答しており、
短期入所が５０％、介護医療院６６．７％となっています。一方、ＧＨは加算取得率が上がったものの加算取得は
６施設（３１．６％）と他の業態に比べて加算を取得している施設が少なくなっています。ＧＨの夜勤加算の取
得率は、厚生労働省の調査でも３％程度と低くなっています。
そもそも、「厚生労働大臣が定める」とされている現行の夜勤配置の要件（３８ページ参照）はどの業態も

あまりにも配置数が少ないと言わざるを得ません。夜間勤務に対応する加算を取得して人を加配したからと
いって、決して十分な体制になっているとは言えません。また、加算の報酬水準が低いため、加算を取得す
ることでかえってコストがかさむことも危惧されます。夜勤の職員配置についても、加算ではなく配置要件
を根本的に改善する必要があります。

２８ 医療労働



有 73.4%有 73.4%

無 26.6%無 26.6%

１２時間以上の
勤務間隔の有無 割合（%）

有 無 有 無
２０１３年 ８８ １３ ８７．１ １２．９
２０１４年 ９０ １４ ８６．５ １３．５
２０１５年 １１２ １６ ８７．５ １２．５
２０１６年 ９４ ２８ ７７．０ ２３．０
２０１７年 １０５ ２７ ７９．５ ２０．５
２０１８年 ９２ ２４ ７９．３ ２０．７
２０１９年 ９９ ２８ ７８．０ ２２．０
２０２０年 １０２ ２９ ７７．９ ２２．１
２０２１年 ９１ ３３ ７３．４ ２６．６

業 態
有効
回答
施設数

１２時間以上の
勤務間隔の有無

割合（％）

２０２１年 ２０２０年

有 無 有 無 有 無

特 養 １７ １０ ７ ５８．８ ４１．２ ６４．７ ３５．３

老 健 ４２ ２８ １４ ６６．７ ３３．３ ７７．６ ２２．４

Ｇ Ｈ ２２ １８ ４ ８１．８ １８．２ ８５．７ １４．３

小規模型＆看護小規模型 ２９ ２７ ２ ９３．１ ６．９ ９２．３ ７．７

単独型短期入所 １１ ７ ４ ６３．６ ３６．４ ６６．７ ３３．３

介護医療院 ３ １ ２ ３３．３ ６６．７ ３３．３ ６６．７

全 体 １２４ ９１ ３３ ７３．４ ２６．６ ７７．９ ２２．１

１２時間以上あるか

過去のデータとの比較（全体）

１９ １２時間以上の勤務間隔の有無（施設単位）

業態別では、小多機＆看多機で９３．１％、ＧＨで８１．８％の施設が「確保されている」と回答しています。一
方で、介護医療院では６６．７％、生活施設である特養で４１．２％、老健と短期入所で３０％台が、「確保されてい
ない」と回答しています。
「働き方改革」によって、努力義務ではありながらも勤務間インターバルの確保が２０１９年４月から義務付
けられており、すべての介護施設で十分な勤務間隔が確保されるよう早急に対策をすすめることが必要で
す。
全体の傾向は、２６．６％の施設で１２時間以上の勤務間隔が「確保されていない」と回答しており、調査開始
時から「確保されていない」の割合が最高になっています。

２０ 夜勤手当

夜勤手当は、夜間に労働するという負担に対する手当であるにもかかわらず、職種や雇用形態によって手
当の金額が異なっているのが実態となっています。一概に夜勤手当といっても「一律額」「一律額＋割増
額」「割増額（基本時給×割増率）」など施設によって支給方法はさまざまです。また、非正規職員の夜勤手
当では、１勤務あたりの賃金（日給）として支給されている施設も見受けられました。
この調査項目では、異なる支給方法で支給される夜勤手当を額面に換算して比較しています。割増額は時

給額によって算出される額が変動するため、金額の比較ができるよう基本時給額を統一して計算していま
す。基本時給額は介護労働実態調査（介護労働安定センター）の「所定内賃金」及び「１カ月の労働時間
数」を参考としました。

結果

医療労働 ２９



１ 介護職員
＜正規職員＞
正規職員の２交替夜

勤の手当額は平均５，９７６
円（前回６，６３２円）となっ
ています。３交替夜勤
の手当額は回答数が少
なく、調査対象の違い
の影響をうけますので
参考値になりますが、
準夜で３，６３０円（同３，４４５
円）、深夜で４，３２５円（同
４，３４９円）となっており、
２交替夜勤の手当額も
含めて、全体的に金額
が低くなっています。
業態によって金額に
ばらつきが出るのも毎
回の傾向です。２交替
夜勤の最高額で比較し
た場合、一番高い老健
（１２，９００円）と一番低い
特養（６，８００円）では、
その差は６，１００円に及び
ます（※参考値：介護
医療院７，０００円）。また、
同一の業態で差が大き
いのは老健で、最高額
と最低額の差は約８，６００
円にもなります。最も
低額だったのは特養の
２，５００円でした。
３交替夜勤の最高額

での比較による業態間格差は、準夜３，６００円、深夜は４，１００円となっています。また、同一の業態での格差
は、準夜は介護医療院３，１００円、深夜は介護医療院で４，１００円となっています。

＜非正規職員＞
非正規職員の２交替の手当額は、支給方法が多様なため回答同士を比較することはできず、参考値になり

ます。夜間労働という同様の負荷に対する手当でありながら、非正規職員の手当が正規職員よりも低い施設
がある一方で、正規職員と同等の手当てが支給されている施設もありました。手当の最高額が同じ業態の正
規職員の額を上回っているのは、基本給（時間給）などと併せて、夜勤１回の賃金として支払われる額であ
るからと考えられます。

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 １２ ５，１５０ ６，８００ ２，５００ ４ ６，２５０ １０，０００ ５，０００

老 健 ３４ ７，２０３ １２，９００ ４，３００ １８ ７，４７２ １２，９００ ４，０００

Ｇ Ｈ ２４ ５，４０８ ９，０００ ４，０００ １６ ５，９０６ １４，０００ ４，０００

小規模多機能型 １３ ５，５００ ９，０００ ３，５００ ８ ６，６１９ １５，７５０ ４，０００

看護小規模多機能型 １５ ５，２０７ ８，４００ ３，０００ ５ ４，６４０ ６，０００ ３，２００

単独型短期入所 ６ ５，７２５ １０，６００ ３，２００ ４ ６，３２５ １０，６００ ３，２００

介 護 医 療 院 ２ ６，５００ ７，０００ ６，０００ １ ６，０００ ６，０００ ６，０００

全 体 １０６ ５，９７６ １２，９００ ２，５００ ５６ ６，４５４ １５，７５０ ３，２００

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 ２ ２，８００ ３，１００ ２，５００

老 健 ３ ３，７００ ４，３００ ２，５００ ３ ３，７００ ４，３００ ２，５００

Ｇ Ｈ

小規模多機能型 １ ２，５００ ２，５００ ２，５００ １ ２，５００ ２，５００ ２，５００

看護小規模多機能型

単独型短期入所 ２ ４，０００ ４，０００ ４，０００

介 護 医 療 院 ２ ４，５５０ ６，１００ ３，０００ ２ ４，５５０ ６，１００ ３，０００

全 体 １０ ３，６３０ ６，１００ ２，５００ ６ ３，７８３ ６，１００ ２，５００

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 ４ ４，２５０ ５，０００ ３，４００ ２ ４，５００ ５，０００ ４，０００

老 健 ３ ４，３６７ ４，７００ ３，７００ ３ ４，３６７ ４，７００ ３，７００

Ｇ Ｈ

小規模多機能型 １ ３，７００ ３，７００ ３，７００ １ ３，７００ ３，７００ ３，７００

看護小規模多機能型

単独型短期入所 ２ ４，０００ ４，０００ ４，０００

介 護 医 療 院 ２ ５，０５０ ７，１００ ３，０００ ２ ５，０５０ ７，１００ ３，０００

全 体 １２ ４，３２５ ７，１００ ３，０００ ８ ４，４８８ ７，１００ ３，０００

２交替夜勤

３交替準夜

３交替深夜

３０ 医療労働



業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養 １ ５，０００ ５，０００ ５，０００

老 健 ３３ ８，６０７ １３，０００ ４，０００ １６ ９，９３３ ３０，０００ ５，１００

Ｇ Ｈ １ ９，０００ ９，０００ ９，０００ １ ９，０００ ９，０００ ９，０００

小規模多機能型

看護小規模多機能型

単独型短期入所

介 護 医 療 院 ２ ７，５００ ９，０００ ６，０００ １ ６，０００ ６，０００ ６，０００

全 体 ３７ ８，４６０ １３，０００ ４，０００ １８ ９，６６２ ３０，０００ ５，１００

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養

老 健 ３ ４，０３３ ４，８００ ２，５００ ２ ４，８００ ４，８００ ４，８００

Ｇ Ｈ

小規模多機能型

看護小規模多機能型

単独型短期入所

介 護 医 療 院 ２ ４，５５０ ６，１００ ３，０００ ２ ４，５５０ ６，１００ ３，０００

全 体 ５ ４，２４０ ６，１００ ２，５００ ４ ４，６７５ ６，１００ ３，０００

業 態
正規職員 非正規職員

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

有効回答
施設数

平均額
（円）

最高額
（円）

最低額
（円）

特 養

老 健 ３ ４，７００ ５，２００ ３，７００ ２ ５，２００ ５，２００ ５，２００

Ｇ Ｈ

小規模多機能型

看護小規模多機能型

単独型短期入所

介 護 医 療 院 ２ ５，０５０ ７，１００ ３，０００ ２ ５，０５０ ７，１００ ３，０００

全 体 ５ ４，８４０ ７，１００ ３，０００ ４ ５，１２５ ７，１００ ３，０００

２ 看護職員
＜正規職員＞
２交替夜勤の手当てに

ついては、老健を中心に
回答がありました。正規
職員の２交替夜勤の手当
額は平均８，４６０円（前回
８，９５６円）となっていま
す。最高額を比較した場
合の業態間の格差は
８，０００円となっていま
す。同一の業態で差が最
も大きいのは老健で、そ
の差は９，０００円にも及ん
でいます。
３交替夜勤の手当額

は、老健と介護医療院か
らの回答となっていま
す。参考値となります
が、準夜で平均４，２４０円
（前回４，１２１円）、深夜で
４，８４０円（同４６９６円）と
なっています。

＜非正規職員＞
非正規職員の回答は準

夜、深夜ともに老健と介
護医療院からの回答と
なっています。平均額は、
準夜勤で４，６７５円、深夜
勤での５，１２５円となって
います。

２交替夜勤

３交替準夜

３交替深夜

結果
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有 31.0%有 31.0%

無 69.0%無 69.0%

業 態
有効
回答
施設数

夜間救急対応の
有無 割合（％）

有 無 有 無

特 養 １６ ８ ８ ５０．０ ５０．０

老 健 ４５ １９ ２６ ４２．２ ５７．８

Ｇ Ｈ ２３ ５ １８ ２１．７ ７８．３

小規模型＆看護小規模型 ２８ ４ ２４ １４．３ ８５．７

単独型短期入所 １１ １ １０ ９．１ ９０．９

介 護 医 療 院 ３ ２ １ ６６．７ ３３．３

全 体 １２６ ３９ ８７ ３１．０ ６９．０

夜間救急対応の
有無 割合（％）

有 無 有 無
２０１３年 － － － －
２０１４年 ４８ ７９ ３７．８ ６２．２
２０１５年 ５３ ５９ ４７．３ ５２．７
２０１６年 ３６ ８２ ３０．５ ６９．５
２０１７年 ４８ ８６ ３５．８ ６４．２
２０１８年 ３４ ７６ ３０．９ ６９．１
２０１９年 ３８ ８５ ３０．９ ６９．１
２０２０年 ４０ ９５ ２９．６ ７０．４
２０２１年 ３９ ８７ ３１．０ ６９．０

夜間救急対応はあったか

過去のデータとの比較

※救急対応：救急車の要請（１１９番）や施設外の医療機関への受診を要した
ケース

２１ 夜間救急対応の有無（施設単価）

医療機関での夜勤とは異なり、介護施設では夜間の救急対応を施設内で行うことができないため、病院へ
の搬送が必要となる場合があります。その場合、介護職員が救急車に同乗するケースも多く、残された夜勤
者の勤務状況にも多大な影響を与えます。
夜間帯の救急対応（救急車の要請や施設外（医療機関）への受診を要するケース）の有無については、例

年３割程度の施設が「有」と回答していますが、今回も回答のあった職場の１２６施設の３１％にあたる３９施設
が「有」と回答しています。
業態別でみると、平均要介護度の高い特養で５０％、病院と在宅の中間施設にあたる老健で４２．２％と「有」の

割合が高くなっています。介護医療院は参考値となりますが、救急対応の割合が高くなっています。

３２ 医療労働



有 35.4%有 35.4%

無 64.6%無 64.6%

業 態
有効
回答
施設数

夜勤明け翌日が
勤務だった有無 割合（％）

有 無 有 無

特 養 １７ ５ １２ ２９．４ ７０．６

老 健 ４５ １７ ２８ ３７．８ ６２．２

Ｇ Ｈ ２３ ９ １４ ３９．１ ６０．９

小規模型＆看護小規模型 ２８ ８ ２０ ２８．６ ７１．４

単独型短期入所 １１ ５ ６ ４５．５ ５４．５

介 護 医 療 院 ３ １ ２ ３３．３ ６６．７

全 体 １２７ ４５ ８２ ３５．４ ６４．６

夜勤明け翌日が
勤務だった有無 割合（％）

有 無 有 無
２０１３年 ９３ １９ ８３．０ １７．０
２０１４年 ３３ １０２ ２４．４ ７５．６
２０１５年 ３１ ９３ ２５．０ ７５．０
２０１６年 ４５ ８０ ３６．０ ６４．０
２０１７年 ４９ ８９ ３５．５ ６４．５
２０１８年 ４５ ７４ ３７．８ ６２．２
２０１９年 ５２ ７５ ４０．９ ５９．１
２０２０年 ４６ ９０ ３３．８ ６６．２
２０２１年 ４５ ８２ ３５．４ ６４．６

夜勤明け翌日が勤務だったか

過去のデータとの比較

２２ 夜勤明け翌日が勤務だった有無（施設単位）

夜勤労働が及ぼす体調への影響を踏まえると夜勤の翌日は勤務免除日、最低でも休日とすべきです。
しかし、夜勤明け翌日の勤務については、３５．４％の施設で「勤務だったことがある」と回答しています。
業態別では、短期入所が４５．５％の施設で「夜勤明け翌日の勤務」が「有」と回答しています。また、ＧＨ

でも３９．１％が「有」と回答しています。
「夜勤明けの翌日の勤務」は、職場の人員体制や雇用形態（夜勤ができるかどうか）の影響も多分に受け
るため、配置基準の引き上げや処遇改善などの人材確保策が負担軽減にもつながります。

結果

医療労働 ３３



業 態
有効
回答
施設数

休憩時間と仮眠時間
の合計時間の平均 最長 最短

特 養 １２ ２時間１０分 ４時間００分 １時間００分

老 健 ３８ ２時間３５分 ５時間００分 １時間００分

Ｇ Ｈ ２３ １時間５４分 ４時間００分 ０時間３０分

小規模多機能型 １２ ２時間０７分 ４時間００分 １時間００分

看護小規模多機能型 １４ ２時間２７分 ４時間００分 ２時間００分

単独型短期入所 ８ ２時間０７分 ４時間００分 １時間００分

介護 医 療 院 ２ ２時間００分 ３時間００分 １時間００分

全 体 １０９ ２時間１７分 ５時間００分 ０時間３０分

業 態
有効
回答
施設数

休憩時間と仮眠時間
の合計時間の平均 最長 最短

特 養 ６ １時間２５分 ３時間００分 １時間００分

老 健 ５ ０時間５７分 １時間００分 ０時間４５分

Ｇ Ｈ

小規模多機能型 １ １時間００分 １時間００分 １時間００分

看護小規模多機能型

単独型短期入所 ２ １時間００分 １時間００分 １時間００分

介護 医 療 院 ２ １時間００分 １時間００分 １時間００分

全 体 １６ １時間０８分 ３時間００分 ０時間４５分

３交替夜勤 ２交替夜勤

２３ 休憩時間と仮眠時間

この調査は、あくまで就業規則で定められている休憩・仮眠時間についての聞き取りとなっており、実際
に取得できているかどうかという実態ではありません。
３交替夜勤の施設では、休憩時間と仮眠時間の合計時間は平均１時間０８分（前回１時間０７分）となってい
ます。最長は特養の３時間００分、最短は老健の４５分でした。
２交替夜勤の施設では平均で２時間１７分となっており、前回の２時間２８分よりも減少しました。最長は老
健で５時間００分となっています。最も短かったのは３０分でＧＨからの回答になります。１時間の回答は全体
で９件となりました。
すべての業態で、長時間夜勤（２交替夜勤）をやりながら、休憩・仮眠が１時間しか設定されていない施

設があるという実態が明らかになっています。長時間の夜勤をなくすことが大前提ではありますが、休憩・
仮眠時間が１時間しか設けられていない状況は労働者の健康と利用者の安全にとってこの上なく有害です。
一刻も早い改善が必要とされます。

２４ 仮眠室の有無

夜勤を行う施設では「仮眠場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」（労働安全衛生規
則第６１６条）と定められています。介護施設も当然に仮眠室があると考えがちですが、必ずしもそのように
なっていないという実態が明らかになっています。
全体で、有効回答があった１２５施設のうち４割近くの施設で「仮眠室がない」と回答されています。特

に、施設規模が小さく、民家などを改修して開設しているケースが多いＧＨや小多機、看多機で仮眠室がな
い傾向が強く、看多機では８割以上が「無」と回答しています。職員の労働安全衛生上からも、せめて職員
がくつろげる「仮眠・休憩室」を設置する必要があります。また特養に関しても昨年３５．３％から４７．１％へ
「無」の回答が増えています。

業 態
有効
回答
施設数

仮眠室の有無 割合（％）

有 無 有 無

特 養 １７ ９ ８ ５２．９ ４７．１

老 健 ４４ ３６ ８ ８１．８ １８．２

Ｇ Ｈ ２４ １４ １０ ５８．３ ４１．７

小規模多機能型 １２ ５ ７ ４１．７ ５８．３

看護小規模多機能型 １５ ２ １３ １３．３ ８６．７

単独型短期入所 １０ ８ ２ ８０．０ ２０．０

介 護 医 療 院 ３ ２ １ ６６．７ ３３．３

全 体 １２５ ７６ ４９ ６０．８ ３９．２

３４ 医療労働



業 態 ２０人以下 ２１人以上
～４０人以下

４１人以上
～６０人以下

６１人以上
～８０人以下 無回答 合計

サービス付き高齢者向け住宅 １ ２ ３

有料老人ホーム ２ ４ １ １ １ ９

養護老人ホーム １ １

全 体 ３ ６ １ ２ １ １３

業 態
有効
回答
施設数

構成割合（％） 雇用割合（％）

介護
職員

看護
職員 その他 正規

職員
非正規
職員

サービス付き高齢者向け住宅 ３ ８２．９ １１．４ ５．７ ７７．１ ２２．９

有料老人ホーム ９ ８０．５ １３．０ ６．５ ６１．７ ３８．３

養護老人ホーム １ ８０．０ ２．０ ０ ５２．０ ４８．０

全 体 １３ ８０．８ １３．６ ５．６ ６３．１ ３６．９

業 態
有効回答
施設数

変則
３交替

３交替と
２交替の混合

２交替
（16ｈ未満）

２交替
（16ｈ以上）

サービス付き高齢者向け住宅 ３ ３

有 料 老 人 ホ ー ム ９ １ １ ２ ５

養 護 老 人 ホ ー ム １ １

全 体 １３ １ １ ２ ９

業 態
有効
回答
施設数

平均
シフト
数

有効
回答
施設数

３交替 有効
回答
施設数

２交替

平均
日数

最多
日数

平均
回数

最多
回数

サービス付き
高齢者向け住宅 ３ ４通り ３ ５ １０

有料老人ホーム ９ ４．８通り ２ ７．６ １０ ８４．９７ １１

養護老人ホーム １ ５通り １ ５ ６

全 体 １４ ４．７通り ２ ７．６ １０ １２ ５ １１

２５ その他施設の集計

１ その他施設の回収数（平均利用者数別）
今回の調査では「その他施設」の回答数は、13

施設（前回14施設）で、内訳は有料老人ホーム９
施設、サービス付き高齢者向け住宅３施設、養護老
人ホーム１施設でした。
表は「その他施設」の業態別の内訳を定員規模別

に集約しました。利用者数が21人以上～40人以下
の中規模の施設が６施設と最も多く、次いで20人
以下の施設が３施設となっています。

２ 職員の構成割合と雇用割合
職員の構成割合は、全体で介護職員８０．８％、看護
職員１３．６％、その他５．６％の割合になっています。
業態別に構成割合を見ても、全ての業態で介護職員
の割合が８０％以上になっています。看護職員の配置
においては、サービス付き高齢者住宅１施設、有料
老人ホーム３施設で、配置が無いと回答していま
す。
雇用割合では、全体で正規職員６３．１％、非正規職
員３６．９％の割合になっていました。有料老人ホーム
は有効回答９のうち２回答で非正規職員の割合が４０
％台の回答になっています。

３ 各施設の夜勤形態
３交替夜勤は有料老人ホームで２施設あり変則３
交替と３交替と２交替の混合でした。２交替夜勤と
回答した９施設が「１６時間以上」の夜勤を実施して
いました。１６時間未満は有料老人ホームの２施設が
回答しています。

４ 各施設の平均シフト数及び平均夜勤回数
全体のシフト数の平均は４．７通りとなっていま
す。有料老人ホームの回答は全体で平均シフト数が
４．８通りとなっていますが、最も多い施設は９通
り、最も少ない施設は２通りとなっています。
夜勤回数においては、３交替夜勤で有料老人ホー
ム２施設から回答がありました。夜勤回数は最多で
１０日と指針を超えています。２交替夜勤では、全体
の夜勤回数の最多は１１回で有料老人ホームからの回
答となっています。サービス付高齢者住宅において
も１０回、養護老人ホームにおいても６回と指針を超
えています。
３交替夜勤と２交替夜勤を足した有効回答数が、
全体の回答数を超えるのは、３交替と２交替の混合
施設のためです。

結果
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定 員 １人夜勤 ２人夜勤 ４人夜勤 当直 無回答
２０人以下 ２
２１人以上３０人以下 １ ３
４１人以上６０人以下 １
６１人以上８０人以下 １
８１人以上１００人以下 １

業 態
有効
回答
施設数

夜勤協定
の有無

協定日数
（協定回数）

有 無 ４ ５ ６ ８

サービス付き高齢者向け住宅 ３ １ ２ １

有料老人ホーム ９ ３ ６ １ １ １

養護老人ホーム １ １

全 体 １３ ４ ９ ２ １ １ ０

５ 平均利用者数別の夜勤体制
平均利用者数別に夜勤体制を見ると、利用者数２１
人以上の施設では１施設を除いて複数体制となって
います。
４人夜勤の回答が有料老人ホームからありました

が、１フロアごとに１人の配置を回答しており、実
質的には１人夜勤になっています。

６ 夜勤協定の有無、協定日数
夜勤協定が「有」と答えた施設は１３施設中４施設
にとどまっています。回答のあった施設はすべて２
交替夜勤の職場でした。協定の回数については、２
施設が４回、１施設が５回、１施設が６回と回答し
ています。
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業態の名称 全国の施設数 施設の機能、特徴

特別養護老人ホーム
（介護老人福祉施設）

８，２３４

寝たきりや認知症など常に介護が必要な方で、在宅での生
活が困難な方のための施設。入所者は、施設内で３大介護
（食事介助、入浴介助、排泄介助）のほか、機能訓練や日常
的な生活介護を受けることができる。一つの居室に複数の利
用者（原則４人以下）が入所するタイプのほか、一つの居室
に１人の利用者が入所するユニット型のタイプがある。定員
が８０人を超える施設が全体の４割弱、５０人を超える施設では
９割弱と中～大規模の施設が中心となっている。定員２９人以
下の地域密着型介護老人福祉施設もある。
２０１５年４月以降、入所できる利用者が原則として要介護度
３以上の方に限定された。

介護老人保健施設 ４，３３７

入所者に対して、リハビリテーションなどの医療的サービ
スを提供し、在宅への復帰を目指す施設。利用者の状態に合
わせ、３大介護のほか、医学管理の下で、看護、リハビリ
テーションなどを受けることができる。比較的、大規模な施
設が多く、定員が１００人を超える施設が全体の半数、８０人以
上の施設では全体の７割に及ぶ。看護師の配置は特別養護老
人ホームよりも多く、（当直・夜勤を問わず）夜間帯に看護
師を配置している施設が多い。

介護医療院

６１９
Ⅰ型４２９
Ⅱ型１８６
混合４

長期にわたり療養が必要である者に対し、療養上の管理、
看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他の必
要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施
設。２０２１年９月３０日現在で６１９施設が開設して総ベッド数は
３８，２６２床になった。

認知症対応型共同生活
介護施設

（グループホーム）
１３，７６０

認知症の高齢者が共同生活をする住居型の介護施設で、３
大介護や日常的な生活介護を受けることができる。共同生活
住居（ユニット）あたりの入所人数は最大９人となっており、
１ユニット、または２ユニットの事業所が全体の９割を占め
ている。居室は原則として個室でなければならない。民家を
改修している施設もあり、利用者が複数階に分かれて居住し
ている施設や休憩・仮眠室を確保していない施設などもある。

小規模多機能型
居宅介護事業所 ５，５０２

事業所に登録することにより、通所サービス、短期の宿泊
サービス、訪問サービスなどを受けることができる。看護職
員１人以上が必置となっている（兼務可）。登録定員は２９人
以下に限定され、１日の泊りの定員も最大で９人まで（登録
人数などによって変動）となっている。

看護小規模多機能型
居宅介護事業所 ５８８ 小規模多機能型居宅介護サービスと訪問介護サービスを一

体的に提供している事業所。

短期入所生活介護施設 １１，５６６

在宅で生活する利用者が、短期間入所して３大介護やその
他の日常的な生活介護を受けることができる。特別養護老人
ホームなどとの併設型と単独型があり、単独型は定員２０名以
上とされている。併設型の利用者と特別養護老人ホーム等の
併設されている施設の利用者を一体のものとみなして職員体
制を取ることができる。

各業態の機能、特徴

資料

（ ）

施設数は厚生労働省「令和元年介護サービス施設・事業所調査」による
介護医療院は厚労省ホームページより（令和２年６月３０日時点）
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業 態 施設形態 利用者数 配置職員 配置数 備 考

特養

通常型

利用者の数が２５名以下

介護職員又は
看護職員

１名以上

利用者の数が２６名～６０名 ２名以上

利用者の数が６１名～８０名 ３名以上

利用者の数が８１名～１００名 ４名以上

利用者の数が１０１名以上 ５名以上
４名にプラスして、１００名を超えて２５
名又は端数を増すごとに１名を加えて
得た数以上の人員の配置

通常型
（人員基準緩和を
適用した場合）

利用者の数が２５名以下

介護職員又は
看護職員

１名以上

人員基準緩和の要件は入所者全員への
見守り機器の度入

利用者の数が２６名～６０名 １．６名以上

利用者の数が６１名～８０名 ２．４名以上

利用者の数が８１名～１００名 ３．２名以上

利用者の数が１０１名以上 ４名以上
３．２名に利用者の数が１００名を超えて２５
名又はその端数を増すごとに０．８名を
加えて得た数以上

ユニット型 ２つのユニット毎 介護職員又は看護職員 １名以上

老健
通常型 指定なし

介護職員又は
看護職員

２名以上
利用者数が４０名以下で、常時、緊急の
連絡体制を整備しているものにあって
は１名以上

介護療養（転換）型 「通常型」の要件に加え、看護職員の数が利用者の数を４１で除して
得た数以上

介護医療院

Ⅰ型介護医療院
Ⅱ型介護医療院
特別介護医療院

利用者の数が３０名以下 介護職員又は
看護職員

※ただし、看護職
員１名以上は必ず

配置

２名以上

利用者の数が３１名以上 ３名以上
２名にプラスして、３０名を超えて３０名
又は端数を増すごとに１名を加えて得
た数以上の人員の配置

ユニット型Ⅰ型介護医療院
ユニット型Ⅱ型介護医療院
ユニット型特別介護医療院

２ユニット毎 看護職員又は
介護職員 １名以上

ＧＨ １ユニットごとに配置 夜勤を行う
介護従事者 １名以上

ただし、３ユニットから、利用者の安
全確保や職員の負担にも留意しつつ、
隣接しており、職員が円滑に利用者の
状況把握を行い、速やかな対応が可能
な構造で安全対策をとっていることを
要件に例外的に夜勤２人以上の配置に
緩和できることとし、事業所が夜勤職
員体制を選択することを可能とする。

小多機＆
看多機 特に指定なし 夜勤を行う

介護従事者 １名以上 小規模多機能施設及び複合型サービス
施設の宿泊の昀大定員は９名

短期入所
生活介護

単独型

利用者の数が２５名以下 介護職員又は
看護職員 １名以上

利用者の数が２６名～６０名 ２名以上

利用者の数が６１名～８０名 ３名以上

利用者の数が８１名～１００名 ４名以上

利用者の数が１０１名以上 ５名以上
４名にプラスして、１００名を超えて２５
名又は端数を増すごとに１名を加えて
得た数以上の人員の配置

単独型ユニット型 ２つのユニット毎 介護職員又は
看護職員 １名以上

併設型（※）
「単独型」の「利用者の数」を「短期入所の利用者の
数及び特別養護老人ホームの入所者の数の合計数」に
読み替え、以下「単独型」と同じ。

（※）特別養護老人ホームの全部又は一
部の入居者に利用されていない居室を
利用して短期入所の事業を行うもの。
（※）併設型短期入所生活介護（従来
型）は特養の見守り機器等を導入した
場合と同様の改定

「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」より

各業態の夜勤の職員配置要件
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業態 加算名 要 件 加算
単位 備考 １カ月当たりの金額

（１単位１０円）

特養

夜勤職員配置加算
（Ⅰ）イ

入所定員が３０名以上５０名以下
夜勤の介護職員または看護職員をプラス１人配置
（但し、以下の場合は配置要件が緩和されます）
①見守り機器を入所者の１０％以上に導入の場合→プラス０．９人
②見守り機器を入所者全員に導入、かつ夜勤職員全員がインカ
ム等のＩＣＴを使用、安全体制の確保→プラス０．８人

（※）夜勤の職員配置要件で人員基準の緩和を適用している場合
→プラス０．６人

２２単位

夜勤の職員配置
要件で人員基準
緩和を適用して
いる場合の夜勤
配 置 は、上 記
「各業態の夜勤
の職員配置要
件」表を参照

２６４，０００円
金額は３０日、
定員４０名で
計算

夜勤職員配置加算
（Ⅰ）ロ

入所定員が５１名以上
夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、またはプラス０．９
人配置かつ動向検知器を利用者の１０％以上に設置など

１３単位 ２７３，０００円
金額は３０日、
定員７０名で
計算

入所定員が５１名以上
夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、またはプラス０．８
人配置かつ動向検知器を利用者全員（１００％）に設置、夜勤職
員全員がインカム等のＩＣＴを使用しているなど

夜勤職員配置加算
（Ⅱ）イ

ユニット型で、入所定員が３０名以上５０名以下
夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、またはプラス０．９
人配置かつ動向検知器を利用者の１０％以上に設置など

２７単位 ３２４，０００円
金額は３０日、
定員４０名で
計算ユニット型で、入所定員が３０名以上５０名以下

夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、またはプラス０．６
人配置かつ動向検知器を利用者全員（１００％）に設置など

夜勤職員配置加算
（Ⅱ）ロ

ユニット型で、入所定員が５１名以上
夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、またはプラス０．９
人配置かつ動向検知器を利用者の１０％以上に設置など

１８単位 ３７８，０００円
金額は３０日、
定員７０名で
計算

ユニット型で、入所定員が５１名以上
夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、またはプラス０．６
人配置かつ動向検知器を利用者全員（１００％）に設置、夜勤職
員全員がインカム等のＩＣＴを使用しているなど

夜勤職員配置加算
（Ⅲ）イ

加算（Ⅰ）イに加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の
交付を受けている者が配置 ２８単位 ２５２，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算
夜勤職員配置加算
（Ⅲ）ロ

加算（Ⅰ）ロに加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の
交付を受けている者が配置 １６単位 ３３６，０００円 金額は３０日、

定員７０名で計算
夜勤職員配置加算
（Ⅳ）イ

加算（Ⅱ）イに加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の
交付を受けている者が配置 ３３単位 ２９７，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算
夜勤職員配置加算
（Ⅳ）ロ

加算（Ⅱ）ロに加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の
交付を受けている者が配置 ２１単位 ４４１，０００円 金額は３０日、

定員７０名で計算

老健 夜勤職員配置加算

（１）老健および短期入所療養介護の利用者数の合計が４１名以
上の場合、２０名またはその端数を増すごとに１人以上配置、か
つ、２人を超えていること。
（２）入所定員が４０名以下の場合、２０名またはその端数を増す
ごとに１人以上配置、かつ、１人を超えていること。

２４単位 （1）ま た は（2）の要件をクリア

（１）
５０４，０００円
（２）
２１６，０００円

（１）金額は３０日、
定員７０名で計算
（２）
金額は３０日、定員
３０名で計算

介護医
療院

夜間勤務等看護加
算（Ⅰ）

看護職員の数が、入所者の合計数が１５名またはその端数を増すご
とに1人以上であり、かつ2人以上であること。 ２３単位 ４８３，０００円 金額３０日、

定員７０名で計算

夜間勤務等看護加
算（Ⅱ） 加算（Ⅰ）の「１５名」を「２０名」と読み替える １４単位 ２９４，０００円 金額３０日、

定員７０名で計算

夜間勤務等看護加
算（Ⅲ）

看護職員または介護職員の数が、入所者の合計数が１５名または
その端数を増すごとに１人以上であり、かつ２人以上であるこ
と。また、看護職員が１人以上であること。

１４単位 ２９４，０００円 金額３０日、
定員７０名で計算

夜間勤務等看護加
算（Ⅳ） 加算（Ⅲ）の「１５名」を「２０名」と読み替える。 ７単位 １４７，０００円 金額３０日、

定員７０名で計算

GH

夜間支援体制加算
（Ⅰ）

１ユニットで夜勤を行う介護従事者及び宿直勤務医にあたるも
のの合計数が２以上であること ５０単位 １３５，０００円 金額は３０日、

定員９名で計算

夜間支援体制加算
（Ⅱ）

２ユニット以上で夜勤を行う介護従事者及び宿直勤務にあたる
ものの合計数がユニットの数に１を加えた数以上であること ２５単位 １３５，０００円 金額は３０日、

定員１８名で計算

短期
入所

夜勤職員配置加算
（Ⅰ）

夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、又はプラス０．９
人配置かつ動向検知器を利用者の１０％以上に設置など １３単位 １１７，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算
特養の要件に準ずる

夜勤職員配置加算
（Ⅱ）

ユニット型で、夜勤の介護または看護職員をプラス１人配置、
又はプラス０．９人配置かつ動向検知器を利用者の１０％以上に設
置など １８単位 １６２，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算
特養の要件に準ずる

夜勤職員配置加算
（Ⅲ）

加算（Ⅰ）に加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の交
付を受けている者が配置 １５単位 １３５，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算

夜勤職員配置加算
（Ⅳ）

加算（Ⅱ）に加え、痰吸引等の業務を行うための特定登録証の交
付を受けている者が配置 ２０単位 １８０，０００円 金額は３０日、

定員３０名で計算

※２０１９年１０月の介護報酬改定以降の単位、要件を掲載しています

資料

各業態の夜勤加算と要件
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